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中期目標の期間の終了時に見込まれる業務実績評価について 

  公立大学法人長野県立大学評価委員会（以下「評価委員会」という。）

は、地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号）第 78 条の２の規

定に基づき、公立大学法人長野県立大学（以下「長野県立大学」とい

う。）の中期目標の期間の終了時に見込まれる業務実績について、中期

目標・中期計画に定められた項目の進捗状況または達成状況について

評価を行った。 

Ⅰ 評価の基本方針・評価方法 

１ 評価の基本的な考え方  

(1) 評価は、法人の業務運営等について多面的な観点から総合的に行

い、法人の中期計画の進捗状況を評定するものとする。 

(2) 評価は、教育研究の特性、自主性・自律性に配慮しつつ、法人の継

続的な質的向上に資するものとする。 

(3) 評価の一連の過程を通じて、法人の状況を分かりやすく示し、地域

社会への説明責任を果たすものとする。 

(4) 中期目標の達成を確保する上で、支障となると考えられる業務運

営上の課題を明らかにし、業務の改善・充実に資する。 

(5) 評価は、法人が自主的に行う組織・業務全般の見直しや、次期の中

期目標・中期計画の検討に資するものとする。 

２ 評価方法 

  評価に当たっては、「公立大学法人長野県立大学の業務実績評価に関す

る基本方針」（以下「基本方針」という。）及び「公立大学法人長野県立大

学の中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務

の実績に関する評価に係る実施要領」（以下「実施要領」という。）に基づ

いて実施した。 

 

３ 評価の手順（実施要領から抜粋） 

評価は以下のとおり実施した。最終的な評定は、評価委員の合議によ

り、意見をまとめ、評価を行った。 

(1) 項目別評価 

ア 小項目別評価  

・評価委員会は、公立大学法人長野県立大学から提出された「公

立大学法人長野県立大学の中期目標の期間の終了時に見込まれ

る業務実績報告書」等について、法人関係者からのヒアリング

等により検証を行った。 

・法人の自己点検評価の結果を踏まえて、進捗状況または達成状

況を実施要領別表１に定める中期計画の小項目ごとに、実施要

領別表２に定める評価基準により、「s、a、b、c、d」の５段階

で評価を行った。 

・なお、法人による自己点検評価の結果と評価委員会による評価

の結果が異なる場合には、その理由を示すとともに、必要に応

じて、大学の教育・研究等の質的向上、大学経営の改善の促進

につながるよう、特筆すべき点や進捗が遅れている点等につい

てもコメントを付すものとした。 

 

イ 大項目別評価 

評価委員会は、小項目別評価結果を踏まえ、実施要領別表１に定

める大項目ごとに、実施要領別表２に定める評価基準により、中期

計画進捗状況または達成状況について、「S、A、B、C、D」の５段階

で評価を行った。 
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 (2) 全体評価 

評価委員会は、全体評価に当たって、大項目別評価の結果を踏まえ、

実施要領別表２に定める評価基準により、第一期中期目標期間の終

了時に見込まれる法人の中期計画全体の達成見込の状況について総

合的に評価を行った。その際、長野県立大学の活動全体について記述

式で評価を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表１：見込評価における評価項目 

 評価 
 区分 

評価の対象、内容等 

小項目別

評価 

中期計画の第２から第６の最小項目として記載されている各事

項の中期目標の期間の１年目から４年目までの進捗状況または

達成状況 

※中期計画の第７から第 12 に係る実績は、全体評価の参考情報

として用いる。 

大項目別

評価 

小項目別評価を踏まえた中期計画における５つの大項目（11 区

分）ごとの進捗状況または達成状況 

１ 教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためとるべ

き措置  【教育に関する事項】(1)人材育成の方向 

２                (2)入学者の受入れ 

３                (3)教育の質の向上 

４                (4)学生への支援 

５ 【研究に関する事項】    

６ 【地域貢献に関する事項】  

７ 【国際交流に関する事項】  

８ 業務運営に関する目標を達成するためとるべき措置 

９ 財務内容に関する目標を達成するためとるべき措置 

10 自己点検・評価及び情報の提供に関する目標を達成するた

めとるべき措置 

11 その他業務運営に関する目標を達成するためとるべき措置 

全体評価 項目別評価を踏まえた中期計画全体の達成見込みの状況 
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評価 
区分 

評
定 

評価の基準 評価の目安 

小項目別

評価 

s 
中期計画の達成に向けて
特筆すべき進行状況にあ
る 

特に優れた実績を上げている 
（評価委員会が特に認める場
合） 

a 中期計画の達成に向けて
順調に進んでいる 

中期計画を達成する見込み 
（100％以上） 

b 中期計画の達成に向けて
概ね順調に進んでいる 

概ね中期計画を達成する見込
み 
（80％以上 100％未満） 

c 中期計画の進捗はやや遅
れている 

中期計画を十分には達成でき
ない見込み（80％未満） 

d 
中期計画の達成のために
は抜本的な改善が必要で
ある 

業務の大幅な改善が必要 

大項目別

評価 

S 
中期計画の進捗は優れて
順調 

特に優れた進行状況にある 
（評価委員会が特に認める場
合） 

A 中期計画の進捗は順調 計画どおり進んでいる 
（すべて b 以上） 

B 中期計画の進捗は概ね順
調 

概ね計画通り進んでいる 
(b から a の割合が 80％以上
100％未満) 

C 中期計画の進捗はやや遅
れている 

やや遅れている 
(b から a の割合が 80％未満) 

D 
中期計画の進捗は遅れて
いる 

業務の大幅な改善が必要 
（評価委員会が特に認める場
合） 

全体評価 

中期計画の達成は優れたもの

となる見込み 

中期計画全体の進捗状況につ

いて、大項目別評価から総合的

に勘案し、評価 

中期計画の達成は良好となる

見込み 

中期計画の達成は概ね良好と

なる見込み 

中期計画の達成はやや不十分

となる見込み 

中期計画の達成は不十分とな

る見込み 

 

  

※「評価の目安」は、評価に当たり判断の目安を示したものであり、実績・成果

の水準に加え、計画の難易度、外的要因、取組の経緯・過程等、総合的に勘案

して評価する。 

別表２：見込評価における評価基準 
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Ⅱ 全体評価  

１ 評価結果 

中期計画の達成は良好となる見込み 

 

 ○評価結果の概要 

   長野県立大学は、「長野県の知の礎となり、未来を切り拓くリー

ダーを輩出し、世界の持続的発展を可能にする成果を発信するこ

とで、人類のより良い未来を創造し、発展させる大学を目指す」

との理念のもと、「リーダー輩出」「地域イノベーション」「グロー

バル発信」という３つの使命を掲げ、平成 30 年度に設立された。 

   第１期中期目標期間においては、長野県立大学の特色である１

年次全寮制、２年次全員参加の海外プログラムといった先進的な

教育プログラムやソーシャル・イノベーション創出センターを通

じた地域イノベーションへのかかわりなどを積極的に行ってき

た。 

開学２年目となる令和元年度末からは、国内外における新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けたものの、学内の感

染防止対策を徹底した上で、教育の質の維持・向上や学生へのき

め細かな支援に、教職員が一丸となって取り組んだ。 

具体的には、全ての教員が双方向性を確保したオンライン授業

を効果的に実施できるよう、スキルアップや教材開発に取り組ん

だほか、２年次対象の海外プログラムは内容を工夫してオンライ

ンによる代替実施により適切に対応した。 

また、理事長裁量経費を活用し、KENDAI MARCHE など学生が地

域の方々と連携した催しの開催や、松川町や王滝村における大学

での学びを実践の中で深める学習プログラムへの学生の参加など、

地域と結びついた学生の多様な活動に積極的に取り組んでいる。 

令和３年度には、初めての卒業生となる第１期生の就職希望者

の就職率 100％を達成しており、1 年次からのきめ細かなキャリ

ア支援の実績として評価できる。 

このように、第１期中期目標期間の多くの期間が、コロナ禍で

活動が制限される中でも特徴的な大学独自の教育が行われるとと

もに、ソーシャル・イノベーション創出センターによる地域や高

校との連携、大学院の開設、SDGｓへの取組などを推進しているこ

とから、第１期中期計画の達成は良好となる見込みである。 

一方で、英語教育において、学生の英語力の全体的な底上げが

なされ、直近の令和３年度は２年次修了時の学生の約６割が 600

点以上に到達したものの、２年次修了時までに全学生が TOEIC600

点以上、平均点 700 点以上を目指すという中期計画に掲げた目標

は未達成であり、英語力向上に向けて抜本的な対策が必要である。 

また、研究においては科学研究費の毎年度新規申請率 80％以上

という目標が４年間達成されていないなどの課題も見受けられる。 

今後は、長野県立大学の理念の実現を目指し、４年間の成果と

課題を踏まえて、理事長・学長以下教職員が一丸となり中期目標・

中期計画の達成に向けて認識を共有して取り組まれることにより、

長野県の「知の拠点」として大学の使命を果たされることを期待

する。 

  



 

5 

 

 

（ⅰ）大項目別評価結果（一覧） 

評価委員会における小項目別評価に基づく大項目別評価の状況

は以下のとおりである。小項目数 60 項目のうち、評価対象は 55 項

目となった。 

大項目別評価 
小項目別評価 

s a b c d 

１ 
１

教

育 

（1）人材育成の方向 B 0 8 0 1 0 

２ （2）入学者の受入れ A 0 4 0 0 0 

３ （3）教育の質の向上 A 0 5 1 0 0 

４ （4）学生への支援 A ２ ７ 0 0 0 

５ ２ 研究 B 0 4 0 1 0 

６ ３ 地域貢献 A 1 4 0 0 0 

７ ４ 国際交流 A 0 2 0 0 0 

８ ５ 業務運営 A 0 6 0 0 0 

９ ６ 財務 A 0 2 0 0 0 

10 ７ 自己点検・評価 A 0 2 0 0 0 

11 ８ その他業務運営 A 0 5 0 0 0 

項目数合計 11 3 49 1 2 0 

割合（％）  5.5 89.1 1.8 3.6 0 

【大項目別評価の目安】（実施要領：別表２より） 

Ｓ:特に優れた進行状況にある（評価委員会が特に認める場合） 

Ａ:計画どおり進んでいる（すべて b以上） 

Ｂ:概ね計画どおり進んでいる（bから aの割合が 80％以上 100％未満) 

    Ｃ:やや遅れている(b から aの割合が 80％未満) 

Ｄ:業務の大幅な改善が必要(評価委員会が特に認める場合） 

55 の小項目中、s（特筆すべき進行状況にある）が３項目、a（順

調に進んでいる）が 49 項目、b（概ね順調に進んでいる）が１項目、

c（やや遅れている）が２項目となった。 

 

（ⅱ）大項目別評価 

１ 教育に関する事項 (1)人材育成の方向 

B 中期計画の進捗は概ね順調 

11 個の小項目中の評価対象の９項目中、８項目が a（順調に進ん

でいる）、１項目が c（やや遅れている）と認められ、大項目評価は

B となった。 

１の取組項目（小項目の数） s a b c d 合計 

法人の自己評価 
項目数 0 8 1 0 0 9 

割合（％） 0 88.9 11.1 0 0 100 

評価委員会の評価 
項目数 0 8 0 1 0 9 

割合（％） 0 88.9 0 11.1 0 100 

▽評価をする事項 

 ・コロナ禍において、海外プログラムをオンラインで実施するなど

柔軟に対応している点を評価する。 

・学長による面談が新入生の勉学に対する大きなインセンティブと

なっていることを評価する。 

▼課題となることや今後の展開に期待すること 

 ・学生の英語力について、２年次修了時までに全学生が TOEIC600 点

以上、平均点 700 点以上を目指すという中期計画の目標は、これま

での達成状況では達成が困難であると考えられることから、抜本

Ⅲ 項目別評価 
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的な対策が必要である。 

 

２ 教育に関する事項 (2)入学者の受入れ 

Ａ 中期計画の進捗は順調 

７個の小項目中の評価対象の４項目すべてが a（順調に進んでい

る）と認められ、大項目評価はＡとなった。 

２の取組項目（小項目の数） s a b c d 合計 

法人の自己評価 
項目数 0 4 0 0 0 4 

割合（％） 0 100 0 0 0 100 

評価委員会の評価 
項目数 0 4 0 0 0 4 

割合（％） 0 100 0 0 0 100 

▽評価をする事項 

 ・学長が県内高校を直接訪問して、志願者増加のための広報活動を

行ったことを評価する。 

 

▼課題となることや今後の展開に期待すること 

 ・編入学生の１、２年次の必修科目の学修支援については、特に丁

寧に対応されたい。 

 ・令和４年度から高等教育コンソーシアム信州の単位互換科目を提

供しているが、県立大学の得意とする分野など特長を活かしつつ、

対象科目を充実されたい。 

 

 

 

 

３ 教育に関する事項 (3)教育の質の向上等 

Ａ 中期計画の進捗は順調 

６個の小項目中、５項目が a（順調に進んでいる）、１項目が b（概

ね順調に進んでいる）と認められ、大項目評価はＡとなった。 

３の取組項目（小項目の数） s a b c d 合計 

法人の自己評価 
項目数 0 5 1 0 0 6 

割合（％） 0 83.3 16.7 0 0 100 

評価委員会の評価 
項目数 0 5 1 0 0 6 

割合（％） 0 83.3 16.7 0 0 100 

▽評価をする事項 

 ・大学院の開設に取り組み、中期計画の達成に向けて順調に進んで

いることを評価する。 

 ・複数教員が担当する「発信力ゼミ」では、ＧＰＡを用いて学習成

果を可視化し、それに基づきルーブリックを構築し、担当教員間

での認識共有を行っている点を評価する。 

 ・オンライン授業のためのスキルアップ研修など、充実したＦＤ・

ＳＤ研修を行っており、研修内容の動画配信などの工夫により教

員全員が１回以上参加している点を評価する。 

 

▼課題となることや今後の展開に期待すること 

 ・大学院設置基本構想に掲げた、理念や特長を活かした地域貢献と

人材の育成に努められたい。 

 ・ＧＰＡは学習成果の可視化を可能とすることから、より多くの科
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目において、担当教員間でＧＰＡの結果の認識共有を図るなど、

授業改善に活用されたい。 
※GPA:Grade Point Average の略:各科目の成績から特定の方式によって算出され

た学生の成績評価値を用いる制度 

※FD：Faculty Development の略：大学教員の教育能力を高めるための実践的

方法、組織的な取組 

※SD：Staff Development の略：教育研究活動の適切かつ効果的な運営を図る

ため、教職員を対象とした、必要な知識・技能の習得、資質向上の研修、

組織的な取組 

４ 教育に関する事項 (4)学生への支援 

Ａ 中期計画の進捗は順調 

９個の小項目中、２項目が s（特筆すべき進行状況にある）、７項

目が a（順調に進んでいる）と認められ、大項目評価はＡとなった。 

４の取組項目（小項目の数） s a b c d 合計 

法人の自己評価 
項目数 3 6 0 0 0 9 

割合（％） 33.3 66.7 0 0 0 100 

評価委員会の評価 
項目数 2 7 0 0 0 9 

割合（％） 22.2 77.8 0 0 0 100 

▽評価をする事項 

 ・松川町や王滝村における大学での学びを実践の中で深める学習プ

ログラムへの学生の参加、理事長裁量経費を活用した KENDAI 

MARCHE の開催などの学生の主体的な取組みが行われ、学生の起業

もみられるなど学生への支援について様々な成果がみられる。 

 ・１年次からのきめ細かなキャリア支援策を実施し、その結果とし

て第１期生の就職希望者の就職率 100％を達成している。 

 

▼課題となることや今後の展開に期待すること 

 ・学生の定期健康診断の受診率向上の取組みは評価するが、受診で

きなかった学生に受診勧奨するだけではなく、状況把握などのフ

ォローアップを検討されたい。 

 ・障がいを持つ学生に対して、管理栄養士養成校として、全国初

の対応を行った点は評価できる。こうした合理的配慮の対応や

体制があることは大切なアピールポイントであるので、広く周

知するとともに、障がいを持つ学生への支援をさらに進められ

たい。 

  

５ 研究に関する事項 

Ｂ 中期計画の進捗は概ね順調 

５個の小項目中、４項目が a（順調に進んでいる）、１項目が c（や

や遅れている）と認められ、大項目評価は B となった。 

５の取組項目（小項目の数） s a b c d 合計 

法人の自己評価 
項目数 0 4 1 0 0 5 

割合（％） 0 80.0 20.0 0 0 100 

評価委員会の評価 
項目数 0 4 0 1 0 5 

割合（％） 0 80.0 0 20.0 0 100 

▽評価をする事項 

 ・中期目標に定められた研究等に係る外部資金の獲得については、

科学研究費補助金や受託研究等の実績が出ており、大学の取組の

成果が認められる。 
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▼課題となることや今後の展開に期待すること 

 ・大学としてどのような研究を期待するかということは重要な課

題である。大学の研究テーマの明確化を図るとともにその方向

性に沿った研究を教員に促すことにより、中期計画に掲げた教

員の科学研究費の新規申請率が向上するよう、大学を上げて更

なる取組に努められたい。 

 ・長野県のシンクタンク機能として、多様な地域課題の解決に資

するような研究の推進や各教員の研究成果の更なる情報発信に

取り組まれたい。 

 

 

６ 地域貢献に関する事項 

Ａ 中期計画の進捗は順調 

５個の小項目中、１項目が s（特筆すべき進行状況にある）、４項

目が a（順調に進んでいる）と認められ、大項目評価はＡとなった。 

６の取組項目（小項目の数） s a b c d 合計 

法人の自己評価 
項目数 1 4 0 0 0 5 

割合（％） 20.0 80.0 0 0 0 100 

評価委員会の評価 
項目数 1 4 0 0 0 5 

割合（％） 20.0 80.0 0 0 0 100 

▽評価をする事項 

 ・ソーシャル・イノベーション創出センターを窓口にして、県内の

様々な地域と連携を図り、公開講座などを展開してきた点を高く

評価する。 

 ・コロナ禍にもかかわらず、地域コーディネーターが地域の情報収

集・関係づくりを進めるとともに、地域のニーズに即した支援に

取り組まれていることを評価する。 

 

▼課題となることや今後の展開に期待すること 

 ・寄付講座が定着するように積極的に企業への働きかけに努めら

れたい。 

 ・地域貢献に大学の専門性を十分活かせているかが見えにくいの

で、今後は大学教員の研究との連携性をさらに強め、地域課題

の解決に資するような活動を進められたい。 

 

７ 国際交流に関する事項 

Ａ 中期計画の進捗は順調 

２個の小項目すべてが a（順調に進んでいる）と認められ、大項

目評価はＡとなった。 

７の取組項目（小項目の数） s a b c d 合計 

法人の自己評価 
項目数 0 2 0 0 0 2 

割合（％） 0 100 0 0 0 100 

評価委員会の評価 
項目数 0 2 0 0 0 2 

割合（％） 0 100 0 0 0 100 

▽評価をする事項 

 ・コロナ禍において、大学初の交換留学に学生を派遣するなど最大

限の努力をされてきた点を評価する。 
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▼課題となることや今後の展開に期待すること 

 ・引き続き積極的な広報活動を実施し、留学生の受け入れに取り

組まれたい。 

 

 

８ 業務運営に関する事項 

Ａ 中期計画の進捗は順調 

６個の小項目全てが a（順調に進んでいる）と認められ、大項目

評価はＡとなった。 

８の取組項目（小項目の数） s a b c d 合計 

法人の自己評価 
項目数 0 6 0 0 0 6 

割合（％） 0 100 0 0 0 100 

評価委員会の評価 
項目数 0 6 0 0 0 6 

割合（％） 0 100 0 0 0 100 

 

▼課題となることや今後の展開に期待すること 

 ・全職員がＳＤ研修に１回以上参加するという目標を達成したが、

引き続き各職員がさらに多くの研修に参加し、一層の資質向上に

つなげられたい。 

 

 

 

 

 

９ 財務内容に関する事項 

Ａ 中期計画の進捗は順調 

２個の小項目全てが a（順調に進んでいる）と認められ、大項目

評価はＡとなった。 

９の取組項目（小項目の数） s a b c d 合計 

法人の自己評価 
項目数 0 2 0 0 0 2 

割合（％） 0 100 0 0 0 100 

評価委員会の評価 
項目数 0 2 0 0 0 2 

割合（％） 0 100 0 0 0 100 

 

▼課題となることや今後の展開に期待すること 

 ・今後も財源の多様化も視野に入れ、自主財源の確保に向けて取

り組まれたい。 
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10 自己点検・評価及び情報の提供に関する事項 

Ａ 中期計画の進捗は順調 

２個の小項目全てが a（順調に進んでいる）と認められ、大項目

評価はＡとなった。 

10 の取組項目（小項目の数） s a b c d 合計 

法人の自己評価 
項目数 0 2 0 0 0 2 

割合（％） 0 100 0 0 0 100 

評価委員会の評価 
項目数 0 2 0 0 0 2 

割合（％） 0 100 0 0 0 100 

▽評価をする事項 

 ・法人の自己点検において毎年度中間段階の計画進捗状況を可視化

し、その評価結果を大学運営会議に報告するなど、ＰＤＣＡサイ

クルが効果的に機能する仕組みを構築している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 その他業務運営に関する事項 

Ａ 中期計画の進捗は順調 

５個の小項目全てが a（順調に進んでいる）と認められ、大項目

評価はＡとなった。 

11 の取組項目（小項目の数） s a b c d 合計 

法人の自己評価 
項目数 0 5 0 0 0 5 

割合（％） 0 100 0 0 0 100 

評価委員会の評価 
項目数 0 5 0 0 0 5 

割合（％） 0 100 0 0 0 100 

▽評価をする事項 

 ・国公立大学として、初めて再生可能エネルギー100％調達を達成し

たことを評価する。 

 

▼課題となることや今後の展開に期待すること 

 ・全教職員がハラスメント研修を受講できるように、開催方法や時

期などを工夫し実施されたい。 

 ・引き続き、個人情報保護や情報セキュリティに関する研修、自己

チェック等を定期的に実施するなど、最大限のセキュリティ対策

に努められたい。 

 ・再生可能エネルギーの利用にとどまらず社会課題の解決に向けて、

SDGs の取組をさらに進められたい。 
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（参考）第一期中期目標期間大項目別評価結果一覧 

 

大項目 
年度評価 見込 

評価 H30 R 元 R2 R3 

１ 
１

教

育 

（1）人材育成の方向 

Ａ 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

２ （2）入学者の受入れ Ａ Ａ Ａ Ａ 

３ （3）教育の質の向上 Ａ Ａ Ａ Ａ 

４ （4）学生への支援 Ａ Ａ Ａ Ａ 

５ ２ 研究 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

６ ３ 地域貢献 Ｓ Ｓ Ａ Ａ Ａ 

７ ４ 国際交流 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

８ ５ 業務運営 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ 

９ ６ 財務 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

10 ７ 自己点検・評価 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

11 ８ その他業務運営 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

項目数合計 ８ 11 11 11 11 

 

参考意見 

評価結果報告書【資料編】のコメントには記載していないものの、

法人運営全般の改善や教育・研究の質の向上を目的として、法人へ

の期待や要望、今後参考となる事項について「参考意見書」として

まとめた。 

 

 

 

○評価の経緯 

 

令和４年６月 30 日 「公立大学法人長野県立大学の中期目標の期

間の終了時に見込まれる業務実績報告書」の

公表・提出（法人） 

10 月 11 日 第４回公立大学法人長野県立大学評価委員会   

（法人ヒアリング） 

・業務実績報告書についての評価委員からの

質問に対する法人からの説明、質疑応答 

11 月１日 第５回公立大学法人長野県立大学評価委員会 

・業務実績に関する小項目評価の検討 

11 月 29 日 第６回公立大学法人長野県立大学評価委員会 

・大項目・全体評価の検討 

・評価結果報告書の検討 

１月 13 日 評価委員会から知事へ「公立大学法人長野県

立大学の中期目標の期間の終了時に見込まれ

る業務実績に関する評価結果報告書」の提出 
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○公立大学法人長野県立大学評価委員会委員 

   （五十音順、敬称略） 

職 氏  名 役  職  名 

委員長 山沢 清人 信州大学 名誉教授 

委 員 生駒 和夫 公認会計士 

委 員 伊藤 かおる 
（株）コミュニケーションズ・アイ 

 代表取締役社長 

委 員 沼尾 波子 東洋大学 国際学部 教授 

委 員 山浦 愛幸 
（一社）長野県経営者協会 名誉会長 

（株）八十二銀行 顧問 

 

 

 



 

 

 

 

 

公立大学法人長野県立大学 

第１期中期目標期間終了時に見込まれる業務実績に関する 

評価結果報告書 

【資料編】 

 
 

令和５(2023)年１月 

公立大学法人長野県立大学評価委員会 
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項目別評価（大項目及び小項目評価） 

中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

第１ 中期計画の期間 

   平成30年４月１日から令和６年３月31日までの６年間 

大 項

目 
   第２ 教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

 

１ 教育 

(1) 人材育成の方向 

 

ア 少人数教育を基本に、

授業に積極的にアクテ

ィブラーニングを用い

るなどして、学生の論理

的思考、コミュニケーシ

ョン能力、主体性等の社

会人として求められる

実践的・専門的な能力の

向上に努めること。 

アａ 総合教育科目の全てにお

いて、授業にディスカッショ

ンやディベートを含むよう

にして、学生が主体的に授業

に参加できるようにする。 

  【毎年度】 

 

 

 

 

 

アｂ プレゼンテーション能力、

コミュニケーション能力、課

題発見・解決能力等の社会人

として求められる実践的な

能力を、学生一人ひとりに合

わせて効果的に向上させる

・ 発信力ゼミ等の総合教育科目において、授業に

ディスカッションやディベートを含むようにし、

学生が主体的に授業に参加できるようにした。 

コロナ禍で主にオンライン授業となった中で

も、授業形態に関わらずプレゼンテーションやデ

ィスカッション等を導入した。 

大学で学ぶ意義や自分の将来像について、新入

生が自ら考える契機とするための学長面談を、オ

ンラインも活用しながら学生一人ひとりと行っ

た。 

 

・ 「発信力ゼミ」は、全15クラスに分かれ、16人

程度の少人数クラスで実施した。 

  学外でのフィールドワークや学生同士での議

論・交流を踏まえて、コミュニケーション能力、

課題発見・解決能力等を養っている。また、毎年

の「発信力ゼミ」の合同発表会を開催し、各ゼミ

Ａ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ 
 
 
 
 
 

a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 
 
 
 
 
 

Ｂ 大１ 
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中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

ことができるよう、１年次通

年必修の「発信力ゼミ」を１

クラス学生16人程度（全15ク

ラス）の少人数クラスにより

行う。 

  【毎年度】 

 

アｃ 英語における「読む・聞く・

書く・話す」という４技能を

身に付けることができるよ

う、本学の学生に合うよう独

自に構築した１年次・２年次

必修の英語の授業（英語集中

プログラム）を１クラス学生

25人程度（全10クラス）の少

人数クラスにより行う。 

  【毎年度】 

 

アｄ グローバルマネジメント

学科は、学生が経営学を根幹

に、ビジョン実現のため、グ

ローバルな視野で組織等を

動かすマネジメント力を持

ったリーダーへと育つよう、

自らの課題意識に応じて３

による発表を通じて、学生のプレゼンテーション

能力等の向上を図っている。 

 

 

 

 

 

・ 必修の英語の授業（英語集中プログラム）を、

学生の英語力を勘案してクラス分けを行い、１ク

ラス学生25人程度（全10クラス）の少人数クラス

により実施している。 

１年次は入学前のプレースメントテスト、２年

次は１年次末のTOEIC-IP等の結果を勘案し、クラ

ス分けを行っている。各クラスの授業内容を英語

教育部会で共有して、授業内容の改善につなげて

いる。 

 

 

・ ３つのコースごとにコースツリーを作成し、履

修案内・学生便覧に掲載したほか、年度当初や３

学期当初のコース・ゼミナール選択のためのガイ

ダンス時に、各コース・ゼミナールの概要を学生

に周知するとともに、学生からの相談対して、教

職員が個別に履修指導を行っている。 

  「ゼミナールⅠ（２年次）」、「ゼミナールⅡ（３

 
 
 
 
 
 
 
Ａ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 英語集中プログラムの

少人数クラスが、１クラス

25人が最適なのか検討さ

れてはどうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 
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中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

つのコースから選択できる

カリキュラムとするととも

に、主体的・専門的な学びを

促す専門ゼミを実施する。 

  【専門ゼミ：31年度以降毎年

度】 

 

 

 

 

 

 

 

アｅ 食健康学科は、学生がリー

ダーとなり得る実践力を備

えた管理栄養士へと育つよ

う、世界基準である500時間

の臨地実習を設け、積極的な

履修を促すとともに、栄養管

理マネジメントの能力を総

合的に養う。 

  【臨地実習：31年度以降毎年

度】 

 

 

年次）」、「ゼミナールⅢ（４年次）」それぞれにお

いて約20ゼミを開講し、自らの関心のある分野に

ついて主体的・専門的に学ぶ機会を提供している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ２年次から３年次にかけて「臨地実習Ⅰ」～「臨

地実習Ⅶ」を設け、コロナ禍においても学内での

代替授業やオンラインを活用し、令和３年度では

臨地実習500時間を確保した。 

各実習では、学生が必要な能力を養えるよう、

次のとおり実施している。 

 ○２年次 

 ・臨地実習Ⅰ（学校給食センター)：栄養・食事管

理、安全・衛生管理、経営管理等全般のマネジ

メントを行う能力を養う。 

  ○３年次 

  ・「臨地実習Ⅱ（病院）」：適正な栄養管理、給食管

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※３つのコース 

 ・企業経営のマネジメント力等を養成する「グローバル・ビジネスコース」 

・新たな事業を立ち上げる構想力や実践力を養成する「企（起）業家コース」 

・地域課題を解決するための企画立案力や実践力を養成する「公共経営コース」 
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中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アｆ こども学科は、一人ひとり

の学生がその適性を生かし、

将来の保育・幼児教育のリー

ダーとなり得る教育力・実践

力を備えた保育者へと育つ

よう、少人数専門ゼミを実施

理、栄養教育を行うための能力を養う。 

  ・「臨地実習Ⅲ（保健所）」：栄養関連サービスに関

するプログラムの作成、実施、評価をマネジメ

ントする能力を養う。 

  ・「臨地実習Ⅳ（福祉施設）」：高齢者に対する栄養

管理、生活食事支援、栄養教育を行うための能

力を養う。 

  ・「臨地実習Ⅴ（保育所・特別支援学校）」：子ども

の発達段階や障害に応じた食育を行うための能

力を養う。 

  ・「臨地実習Ⅵ（給食施設）」：給食運営や関連の資

源を総合的に判断し、栄養面、安全面、経済面

全般のマネジメントを行う能力を養う。 

  ・「臨地実習Ⅶ（保健所）」：地域の健康・栄養問題

等に関する情報収集方法として、国民健康・栄

養調査方式による食事調査の計画・実施・評価

することで、総合的に評価、判定（地域診断）

する能力を養う。 

 

・ 学生が、将来の保育・幼児教育のリーダーとな

り得る教育力・実践力を養えるよう、各年次にお

いて次のとおり「こども学ゼミ」の開講や「教育

実習」を実施した。 

 ○２年次 

 ・「こども学ゼミⅠ（必修）」を、少人数（６～７

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６ 
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中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

し、保育臨床と往還する専門

教育を実践する。 

  【専門ゼミ：31年度以降毎年

度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アｇ ソーシャル・イノベーショ

ン研究科は、理論と実務を架

橋する実践的な教育を行い、

ソーシャルイノベーターを

養成する。 

  【令和４年度以降毎年度】 

 

アｈ 健康栄養科学研究科は、健

康栄養分野に関し、幅広く高

度な専門知識と倫理観のも

と、学術の理論及びその応用

名）の６グループに分けて実施した。「教育実習」

を県内外の幼稚園で実施し、40名が参加。 

  ○３年次 

  ・「こども学ゼミⅡ（必修）」を、３つのコースに

分け、2～4名の少人数によるゼミを実施した。

「保育所実習」、「保育所実習」及び「施設実習」

を県内外の保育園・施設で実施。 

  ○４年次 

  ・「卒業研究」を、２～４名の少人数によるゼミ内

で実施した。ゼミで学んできた専門分野に関わ

る現代的な課題などについて、全学生が幼児教

育、保育、福祉に関する卒業研究に取り組み、

その成果を発表。 

 

（令和４年度からの取組のため記載なし） 

 

 

 

 

 

 

（令和４年度からの取組のため記載なし） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
― 
 
 
 
 
 
 
― 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
― 
 
 
 
 
 
 
― 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７ 
 
 
 
 
 
 
８ 
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中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

を教授・研究することを基盤

とし、基礎健康栄養科学分野

または応用健康栄養科学分

野において学術研究を推進

するとともに、科学的根拠に

基づき長野県の健康長寿を

けん引するリーダーとなる

人材を養成する。 

  【令和４年度以降毎年度】 

 

イ 海外プログラム等に

より、学生が実践的な英

語力を身につけるととも

に、多様な価値観を理解

し、グローバルな視野を

持って協働できる人材へ

と育つよう努めること。 

イａ 海外において、実践的な英

語力、グローバルな視野、逞

しさなどを身に付けること

ができるよう、２年次の海外

プログラム参加率について

100％をめざす。 

【31年度以降毎年度】 

 

 

 

 

 

 

 

イｂ 学生の英語力について、２

年次修了時までに全学生が

・ 令和元年度に実施した１期生を対象とした海外

プログラムでは、参加率100％を達成した。世界的

な新型コロナの感染拡大以後については、オンラ

インの活用検討や受け入れ先教育機関との調整を

行い、海外プログラムを継続して実施できる環境

を整えた。この結果、２期生については、オンラ

インによる代替や時期の変更などを行って実施

し、休学中などにより参加できない学生は除いて

参加率100％を達成した。 

  現地での研修成果を充実したものとするため、

１・２年次を中心に説明会や事前学習をするとと

もに、実施後は報告会や専門ゼミでのプレゼンテ

ーション等を行った。 

 

・ ２年次におけるTOEIC600点以上の学生の割合

は、第１期生と第２期生において全体の４割程度、

Ａ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｂ 
 

a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ｃ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 英語力の向上の取り組

みは、入学時と比較して２

９ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 



7 

中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

TOEIC600点以上となることを

最低到達目標とするととも

に、更なる向上を支援し、平

均点700点以上をめざす。 

【31年度以降毎年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イｃ 入学時、１年次修了時、２

平均点は550点程度となった。 

  第３期生の結果（令和４年２月、オンライン受

験）は、600点達成率は55％を超え、平均点は初め

て600点を超えた。 

・ 本学ではグローバル人材の育成を建学の理念に

掲げており、あえて全員600点という高い目標を掲

げている。まだこの目標は達成できていないが、

入学時と２年次末を比較すると、600点以上の学生

の割合は入学時から平均で約30ポイントの増加、

平均点の伸びは３期連続で約130点となっている。

また、令和２年の全国の大学２年次における

TOEIC-IP平均点は496点、595点以上の学生は

25.4％であり、本学学生の平均点及び600点達成率

は全国平均を上回っている。 

  こうしたことから、英語集中プログラムを中心

とした英語教育は一定の効果を上げていると言え

る。 

 

 

 

 

 

 

 

・ 英語集中プログラムの実施にあたり、入学前の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 

年次修了時のTOEIC600点

以上の学生の割合の増加

や平均点が約130点伸びな

どの成果を上げていると

認められるが、中期計画に

掲げた目標値には達して

いないことから法人の評

価より低い評価とした。 

 これまでの達成状況で

は、中期計画に掲げた目標

達成は困難であると考え

られることから、英語力向

上に向けた抜本的な取組

が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 

内容 中期計画の目標値 
実績 

H30 H31 R2 R3 

２年次修了時ま

での TOEIC 点数 

全学生 600 点以上 ― 46.0% 37.4％ 55.7％ 

平均点 700 点以上 ― 560 点 545 点 612 点 
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中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

年次修了時において、英語の

外部試験を実施して学修に

対するモチベーションを高

めるとともに、その習熟度を

測定し、結果を検証しつつ大

学全体の結果について公表

する。 

  【試験実施：毎年度】 

 【結果公表：31年度分から毎

年度】 

プレースメントテストの結果により、クラス分け

を行った（10クラス）。また、入学時、１年次修了

時、２年次修了時にTOEICを実施し、英語力の習熟

度を測定、結果を学生に示したほか、英語教育部

会で入学時との比較などを検証した結果をホーム

ページで公表した。１年次を対象にTOEICの社会的

重要性について、国際コミュニケーション協会に

よるオンライン講演を行い、学生のモチベーショ

ン向上に努めた。 

 

 
 (2) 入学者の受入れ 

 

 

ア 県民の進学希望に応

えるため県民枠を設定

するとともに、大学入学

者選抜改革を見据えて、

入学者選抜の仕組みを

構築していくこと。 

アａ  本学にふさわしい意欲あ

る学生を確保するため、ホ

ームページ等はもとより、

県内高校等での説明会、模

擬授業、オープンキャンパ

ス等の積極的な広報活動を

展開していく。 

  【毎年度】 

 

 

 

・ 本学の志願者増加のため、主に次のとおり広報

活動を実施しており、適切な入学者選抜の実施と

相まって、これまで定員を充足し、アドミッショ

ン・ポリシーに相応しい学生を確保できている。 

 ○ホームページ 

 ・ホームページのリニューアルに取り組み、閲覧

者の利便性が高められたほか、教職員の更新作

業が容易になったことで、更新頻度があがり、

積極的な広報活動を可能にしている。 

 ○説明会、オープンキャンパス等 

 ・高校での説明会・模擬授業や進路指導教員向け

Ａ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ 大２ 
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中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

 

 

 

 

 

 

 

 

アｂ  令和２年度からの大学入

学者選抜改革に対応すると

ともに、その間までの志願

者・入学者の状況を検証し、

県民枠の設定、試験科目そ

の他入学者選抜方法等につ

いて検討し、最適なものと

する。 

  【令和２年度以降の入学者か

ら毎年度】 

 

アｃ  大学院について、アドミ

ッション・ポリシーに基づ

いた入学者選抜試験を実施

するとともに、志願者・入学

者の状況を検証する。 

  【令和４年度以降の入学者か

説明会、オープンキャンパスを県内外において

積極的に実施した。コロナ禍でも、中止にはせ

ず積極的にオンラインを活用して実施した。 

・令和２年度からは、学長による高校訪問を実施

し、高校の校長及び進路指導主事教員に対し、

本学の基本方針や教育内容について説明する機

会を設けている（毎年10校程度）。 

 

・ 令和２年度からの大学入学者選抜改革につい

て、国の方針転換（英語認定試験の活用や記述

式問題の導入延期）を踏まえ選抜方法を検討・

公表し、選抜方法を適切に実施した。 

  令和３年度入学者選抜からはグローバルマネジ

メント学部の学校推薦型選抜にも「県内枠」「全

国枠」を明示した。学校推薦型選抜及び総合型

選抜に「県内枠」を設け、全入学定員(240名）

の２割程度を確保している。 

 

 

（令和４年度からの取組のため記載なし） 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
― 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
― 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
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中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

ら毎年度】 

 

アｄ  ソーシャル・イノベーシ

ョン研究科のアドミッショ

ン・ポリシーにふさわしい入

学者を確保するため、 Webペ

ージの充実、説明会の開催及

び関係機関への訪問説明等

を積極的に行い、社会人を中

心に広報活動を展開する。 

  【令和４年度以降の入学者か

ら毎年度】 

 

アｅ  健康栄養科学研究科のアドミ

ッション・ポリシーにふさわし

い入学者を確保するため、Webペ

ージの充実、説明会の開催及び

関係機関への訪問説明等を積極

的に行い、社会人及び大学在学

生を中心に広報活動を展開す

る。 

  【令和４年度以降の入学者から毎

年度】 

 

 

（令和４年度からの取組のため記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和４年度からの取組のため記載なし） 

 
 
― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
― 

 
 
― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
― 

 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 

イ 他大学からの編入学

及び他大学との単位互

イａ  編入学の実施学科、募集

人員の規模、入学者選抜方

・ グローバルマネジメント学科において、編入学

受入れの検討を行い、令和３年度に編入学入試を

Ａ 
 

a 
 

 編入学生の１、２年次の

必修科目の学修支援につ

17 
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中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

換制度について、実施に

向けて検討すること。 

法等について検討し、令和

４年度の編入学実施の方向

で対応を進める。 

  【検討：令和２年度を目途に】 

 

 

 

 

 

 

イb  単位互換について、対象科

目等について検討し、令和３

年度までに実施の方向で他

大学との協議等を進める。 

  【検討：令和２年度を目途に】 

 

実施し、令和４年度４月に４名の学生が編入学し

た。 

・ 編入学受入れの過程では、受験予定者のうち、

希望者からの入学後の単位認定想定に関する相談

に随時応じるとともに、学科担当教員を中心に単

位認定を想定することで出願の参考となるよう取

り組んだ。また、編入学後の円滑な学修を支援す

るため、編入学に係る英語外部試験による単位認

定についても検討・決定した。 

 

・ 本学学生がコンソーシアム信州（県内10大学加

盟）の単位互換科目を履修できる環境を整え、学

生に対して履修手続きを周知した。 

  令和４年度から本学科目をコンソーシアム信州

の単位互換科目として２科目を提供する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 

 

いては、特に丁寧に対応さ

れたい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
18 
 
 

 (3) 教育の質の向上等 

 

 

ア 学修内容が身に付く

よう、予習・復習を促し、

アクティブラーニング

を取り入れた双方向の

授業を行うとともに、厳

格な成績評価を行い、卒

アａ 成績評価にＧＰＡ（成績評

価値）を用いて、学修成果を

可視化して学修に対するモ

チベーションを高めるとと

もに、その分布の検証と適正

化を行い、その結果を授業内

・ 成績評価にＧＰＡを用いて学習成果を可視化

し、学期ごとに学生に周知した。学修に対するモ

チベーションを高めるため、成績優秀者に学長表

彰を実施している。 

  複数教員が担当する「発信力ゼミ」では、ルー

ブリック（評価基準）を新たに構築し、担当教員

Ｂ 
 
 
 
 
 

b 
 
 
 
 
 

 複数教員が担当する「発

信力ゼミ」では、ＧＰＡを

用いて学習成果を可視化

し、それに基づきルーブリ

ックを構築し、担当教員間

での認識共有を行ってい

19 
 
 
 
 
 

A 大３ 



12 

中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

業生の質の保証を図る

こと。 

容、方法等の改善につなげ

る。 

【毎年度】 

 

 

 

 

 

 

アｂ 予習・復習の内容につい

て、学務システム等を用いて

学生に周知するとともに、少

人数教育を基本とした学生

と教員との距離が近い教育

を行い、活発なディスカッシ

ョンにつなげて授業理解の

深化を図る。 

  【毎年度】 

間での認識共有を行うなど、評価の公平性が保た

れるよう運用している。ＧＰＡの結果を用いた授

業内容、方法等の改善については、ＧＰＡの分布

の検証や課題の整理を行うなど、取組を行ってい

く。 

 

 

 

 

・ シラバスに予習・復習の内容について記載し、

開学当初は、学務システムで公表したほか、ガイ

ダンス等において、履修案内・学生便覧を配布し

学務システムへの接続方法や使用方法を周知し

た。 

・ ディスカッションや資料収集、学務システム等

を利用した課題提出等により、主体的な学びを促

し、学生の授業理解を深めた。 

  また、eラーニングシステムを積極的導入し、特

に学修ツールシステムGlexa（グレクサ）について

は、参考文献の提示や資料配布、レポート・課題

提出等、教員と学生をつなぐツールとして活用し

た。学生への授業改善アンケート結果でも、双方

向的な授業の実施について高い満足度を得られて

いる。 

・ コロナ禍でオンライン授業が主となった令和２

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

る点を評価する。 

ＧＰＡは学習成果の可

視化を可能とすることか

ら、より多くの科目におい

て、担当教員間でＧＰＡの

結果の認識共有を図るな

ど授業改善に活用された

い。 

 

 予習復習時間の少なさ

は、全国的な課題ではある

が、事前事後の学習時間の

確保は、本学学生の学力向

上に欠かせない必須の課

題と考えられるので、様々

なツールを活用し、総体と

しての学習時間の確保に

努められたい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
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中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

年度には、Glexaの増強を行い、使い方の研修もあ

わせて実施することで、積極的かつ効果的な活用

を促した。 

  
 

 
 
 

 
イ 大学院を含め、教育の

充実の方策について具

体的に検討すること。 

イａ グローバルな社会で活躍

できるための教養教育と専

門教育について、本学のめざ

す人材育成に適したカリキ

ュラムとなっているか検証

し、必要に応じ、科目の追加

等、最適なカリキュラムへの

変更を行う。 

【検証：令和３年度】 

【変更：検証結果や変更結果

を踏まえ、令和４年度以降毎

年度】 

 

 

 

 

 

イｂ 大学院については、完成年

度（令和５年度）に向け、設

置計画を着実に履行する。 

【令和４年度以降毎年度】 

・ 令和４年度以降の新カリキュラム編成を検討す

るため、各学科における新カリキュラム編成のワ

ーキングチーム等で検討を進めた。 

・ 完成年度後を見据えて新たに策定した教育目標

や全学及び各学科のカリキュラム・ポリシーに基

づき、各学科のワーキングチームにおいて、これ

までのカリキュラムの検証を行った。新カリキュ

ラムにおいては、複雑化する現代社会に応じた多

様な学びを可能にするための科目（例：「ジェンダ

ー論」「マーケティング・リサーチⅠ（分析）」「保

育とICT」）や専門性の高い科目（「行動経済学」「臨

地実習Ⅷ」「海外保育事情」）などを新設した。こ

のほか、健康発達学部における科目への英語話者

担当科目の新配置等を行った。 

  令和４年度からは新カリキュラム編成による教

育を開始した。 

 

・ 令和２年度４月に大学院設置基本構想を県に提

案した。知事の大学院開学を目指す旨の意思表示

を受け、大学院設置準備ワーキングチームを設置、

申請準備を行い、令和３年３月に文部科学省へ設

Ａ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ 
 
 
 

a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学院の開設に取り組

み、中期計画の達成に向け

て順調に進んでいること

を評価する。 

21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 
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中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

 

（令和３年度３月変更認可前） 

イb 大学院については、設置

に向けた具体的な計画を検討

し、検討結果について県に提案

する。 

【提案：32（2020）年度中】 

置認可申請を行った。 

・ 大学院２研究科（ソーシャル・イノベーション

研究科及び健康栄養科学研究科）は、令和３年８

月の設置認可を受け、令和４年４月に開設した。

完成年度である令和５年度末までは文部科学省へ

届け出た設置計画を着実に履行する見込みであ

る。 

 
 
 

 
 
 
 

大学院設置基本構想に

掲げた、理念や特長を活か

した地域貢献と人材の育

成に努められたい。 

 
 
 

ウ 教育の質を向上する

ため、教員に対する研修

の機会を積極的に設け

ること。 

ウａ ＦＤ研修に毎年度１回以

上参加する教員の割合につ

いて100％をめざすととも

に、学生による授業評価を導

入し、その結果を授業の改善

につなげるよう取り組む。 

  【毎年度】 

 

 

 

 

 

 

 

ウｂ 教員が相互に授業参観を

行い、自らの授業の内容・方

法の改善に役立てるように

する。特に「発信力ゼミ」な

・ 大学開設初年度はＦＤ研修に１回以上参加する

教員の割合に関する目標を達成できなかったもの

の、研修内容、周知の方法を工夫することにより、

令和元年度以後は100％の参加率を達成している。 

・ 学生に対する授業改善アンケートを毎年度学期

ごとに年４回実施した。令和２年度よりWeb実施に

変更したことで、回答率の向上や集計結果の周知

を迅速化できた。 

  また、アンケートのより効果的な分析方法や授

業改善に向けた取組の検討を行うとともに、各授

業担当教員へ担当授業のアンケート結果に対す

る、授業改善に向けた今後の方針を検討するよう

促した。 

 

・ 教員が相互に授業参観を行い、自らの授業の内

容・方法の改善に役立てた。コロナ禍により、対

面授業での授業参観が容易にできない中でも、Ｆ

Ｄ研修として「オンライン授業スキルアップ研修」

Ａ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ 
 
 
 

a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 

 授業改善アンケート結

果を踏まえた教員の考え

方や取組について、広く学

生にフィードバックする

仕組みを検討されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 
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中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

ど毎年度、担当教員が交代す

る可能性がある科目につい

ては、授業参観の実施ととも

に、年度末に、授業成果につ

いて教員間で意見交換を行

う。 

  【毎年度】 

などを開催し（令和２年度）、オンライン授業の内

容・方法の改善に役立てた。 

・ 「発信力ゼミ」については、教員間の意見交換

を随時実施している。令和元年度にはワーキング

グループを組織し、授業成果や課題等の整理を進

めた。コロナ禍によりオンライン授業となった令

和２年度１・２学期は毎週ゼミ担当者で打ち合わ

せを行い、授業内容の改善の検討を行った。毎年

度、４学期には発表会を行い、各クラスの成果を

教員が参観している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4) 学生への支援 

 

 

ア 学生が、１年次全寮制

及び地域との連携・交流

の取組により、豊かな人

間性、主体性、社会性等

を持った人材へと成長

するよう努めること。 

アａ 象山寮において、豊かな人

間性、主体性、社会性、コミ

ュニケーション能力等を身

に付けられるよう、教員、地

域の方などと語り合う「象山

未来塾」等の学修プログラム

への参加を寮生に促す。 

  【毎年度】 

 

 

 

アｂ 象山寮において、寮生が自

・ 「象山未来塾」として、様々なフィールドで活

躍するゲストを学内に迎え、学生が自身のキャリ

ア（生き方）を主体的に考えられるようなテーマ

を設定したワークショップを毎年度複数回実施し

た。また、コロナ禍でもオンラインを活用し、海

外からのゲストを招聘した。参加した学生の満足

度も非常に高い結果となった。 

・ 寮生においては、開学から社会貢献活動を行う

サービスラーニングやながの祇園祭等の地域イベ

ントへの参加など、地域と連携した取組を積極的

に行っている。 

・ 開学後速やかにレジデント・アシスタント制度

Ａ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ 

a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 

Ａ 大４ 
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中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

主的に協調して生活・活動で

きるよう、上級生がレジデン

ト・アシスタントとなり支援

する体制を執る。 

【31年度以降毎年度】 

 

 

 

アｃ 学生の地域との連携・交流

につながる取組をソーシャ

ル・イノベーション創出セン

ターやキャリアセンターに

おいて推進する。 

  【令和２年度以降毎年度】 

を構築し、令和元年度から２年間にわたり運用し、

生活面・学習面での指導を行った。コロナ禍によ

り制限入寮となってからは、レジデント・アシス

タントの人数を減らす代わりに上級生のアルバイ

トを活用するなど、上級生のサポート体制は継続・

維持しながら、入寮生をサポートする体制を整え

ている。 

 

・ 中期計画に記載した時期から１年前倒しし、令

和元年度からソーシャル・イノベーション創出セ

ンター等が開催するイベントの運営等に学生を積

極的に参加させ、地域との連携・交流を促した。

コロナ禍においても、速やかに対面からオンライ

ンでのイベント運営、地域活動体制に切り替えて

実施した。 

・ 令和２年度からは、学生が具体的な地域の企業

や自治体のプロジェクトにリモート参加し、大学

での学びを実践の中で深める学習（RPBL）プログ

ラムを、地域連携のもと実施している（令和２年

度～３年度、延べ４件実施） 

・ 学生による起業をＣＳＩ及びアドバイザリー・

メンバー等が支援し、２件の起業に至った。 

・ 学生が本学の理念の実現を図ることために行う

自主的活動を支援する「理事長裁量経費」を活用

した事業として令和３年度までに13件のプログラ

 
 
 
 
 
 
 
 
Ｓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学生が自主的に実施す

る理事長裁量経費を活用

した事業は、コロナ禍で活

動に制約がある中でも

年々件数・金額が共に増え

ていることから、引き続き

地域との連携・交流を深め

られたい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
27 
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中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

ムを採択した。  
 

イ 就学困難な学生のた

めの奨学制度の構築を

図るとともに、多様な学

生に対応した生活、学修

等の支援に取り組むこ

と。 

イａ 就学困難な学生のための

授業料減免の実施や奨学制

度の構築を進めるとともに、

金融機関と連携して海外プ

ログラムに係る支援を実施

していく。 

  【実施：毎年度】 

 【奨学制度の構築：30年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 就学困難な学生を支援するために、授業料減免・

徴収猶予、奨学制度の構築・運用を着実に進めて

きた。令和２年度からスタートした修学支援新制

度に基づき、給付型奨学金と授業料減免の二本柱

による経済支援を新入生及び在学生に広く周知す

るとともに、家計が急変し困窮状況にある学生を

見落とすことなく、窓口における聞き取り、保護

者との連携により支援につなげてきた。 

  新たに私費外国人留学生に対する奨学制度を令

和２年度に構築し、学生への支援制度を拡充して

きた。加えて、令和３年度における国の緊急給付

金事業において、対象となる学生へ広く周知する

とともに、手厚いヒアリング及び書類作成支援を

行い、２割の学生に給付金が支給される結果とな

った。 

・ 海外プログラムについては、開学以来日本学生

支援機構給付型奨学金である「海外留学支援制度

（協定派遣）」に毎年採択されており、初回派遣の

令和元年度は36名の学生に総額330万円の支給を

行った。令和２年度、３年度も本奨学金の採択を

受けることができた。 

・ 平成30年度に県内銀行連携のもと県内企業から

Ａ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 引き続き、支援が必要な

学生に対し必要な支援が適

切に届くように、広報並び

に窓口対応により取り組ま

れたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 
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中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

 

 

 

 

イｂ 安心して学生生活を過ご

せるよう、学生の健康診断受

診率について100％をめざす

とともに、学生サポートセン

ターにおいて、きめ細かに学

生の健康・メンタル、学修等

の相談に応じる。 

  【毎年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海外プログラム支援のための寄付金を贈呈いただ

き、長野県立大学基金を造成し、学生の海外プロ

グラム参加に伴う支援を行う体制を整えている。 

 

・ 毎年度、４月に学生定期健康診断を実施した。 

  開学初年度は学生の健康診断受診率100％を達

成した。令和２年度以降は、期間内に受診できな

かった就活学生や、入国できない留学生等を除く

とほぼ100％となった。受診できなかった学生に

は、提携病院での受診や自費受診を勧奨している。 

・ 学生からの相談については、次のとおり対応す

るとともに、学内の学生への支援強化のため、Ｆ

Ｄ研修を実施した。 

 ○修学上、心身の不調等の悩みのある学生に対し

てカウンセラー及び保健師による継続的な相談

を実施し、必要に応じて関係部署や教職員、外

部機関等との連携を図り支援を行った。 

 ○悩みのある学生の早期発見・支援を目的とした、

全学生を対象としたスクリーニングの実施、学

生相談だよりの発行（メンタルヘルス等に関す

る情報提供や相談窓口の周知） 

 ○障がいを持つ学生に対して、安心して大学生活

を送れるための修学上及び大学生活上での合理

的配慮の提供を行った。 

 

 
 
 
 
S 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
a 
 
 

 

 

 

 

 障がいを持つ学生に対し

て、管理栄養士養成校とし

て、全国初の対応を行った

点は評価できるが、中期計

画の小項目全体の内容で判

断し、法人評価より低い評

価とした。 

 なお、こうした合理的配

慮の対応や体制があること

は大切なアピールポイント

であるので、広く周知する

とともに、障がいを持つ学

生への支援をさらに進めて

いただきたい。 

 
 
 
 
29 
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中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

ウ 学生へのキャリア支

援を行うとともに、県内

企業等への就職促進に

取り組むこと。 

ウａ 就職、進学等に向け、資格

取得に必要な学修支援、個別

指導、社会的自立に必要な論

理的思考力、コミュニケーシ

ョン能力など汎用的な能力

の養成を行うとともに、キャ

リアセンターにおいて、イン

ターンシップの実施などキ

ャリア形成や就職活動の支

援に取り組み、就職希望者に

ついては就職率100％をめざ

す。 

  【インターンシップ：令和２

年度以降毎年度】 

   【就職率：令和３年度以降毎

年度】 

 

ウｂ グローバルマネジメント

学科の学生について、選択し

たコースに応じた専門性を

生かした進路選択やインタ

ーンシップなど社会と関わ

る経験を通しながら、身に付

けたグローバルな視野とリ

ーダーシップを生かして、製

・ キャリアセンターを中心に、４年間の体系的な

キャリア形成支援、就職支援を行うとともに、日々

のゼミナールをはじめとした授業や各種プログラ

ムへの参加を通じて学生が就職、進学等に向けて

汎用的な能力を身に付ける環境を整えている。 

・ インターンシップについては、毎年度ガイダン

スを開催した上で、インターンシッププログラム

への参加を促している。コロナ禍で受け入れが停

止となる中でも令和３年度では県内34社・団体に

て85名の学生がインターンシッププログラムに参

加した。 

・ 初の卒業生である１期生に対しては、就職支援・

個別相談体制を充実させ、コロナ禍で厳しい状況

の中で就職希望者の就職率100%を達成した。 

 

 

 

・ 全学年の学生に、キャリア支援サイトの登録、

活用を呼びかけ、それを活用したキャリア相談予

約を告知している。 

  業界・企業研究会については、１・２年次へも

参加を促し、早期から進路についての意識を高め

るとともに、県内業の魅力についても積極的に発

信を行った。 

  ２年次については、R-cap職業適性検査を実施し

S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ 
 
 
 
 
 
 
 

s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 
 
 
 
 

 １年次から４年間にわ

たるきめ細かなキャリア

形成支援、就職支援を実施

し、その結果として第１期

生の就職希望者の就職率

100％を達成した点と県内

就職率54％を達成したこ

とを高く評価する。 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 
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中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

造業、サービス業、金融機関

等への就職、起業・創業、家

業の承継、行政機関、公共的

団体等への就職等へとつな

がるキャリア支援を行う。 

  【インターンシップ：令和２

年度以降毎年度】 

 

 

 

ウｃ 食健康学科の学生につい

て、保健所、病院、福祉施設、

給食施設等の臨地実習など社

会と関わる経験を通しなが

ら、様々な分野で、人々の健

康やＱＯＬ（生活の質）の向

上に寄与する食を通じた健康

のプロフェッショナルへとつ

ながるキャリア支援を行う。

管理栄養士の国家試験合格率

については、100％をめざす。 

  【合格率：令和３年度以降毎

年度】 

 

 

ており、３年次からの進路選択に繋げる働きかけ

を行っている。 

  ３年次については、単位認定式の「インターン

シップ」を開講し、事前研修、実習、事後研修、

成果報告会を経て、単位認定を行っている。 

・ 内定した１期生による就職アドバイザー制度を

導入することで、先輩からのアドバイスを聞く機

会を設け、キャリアのイメージを高める働きかけ

を行った。 

 

・ ２・３年次での臨地実習の実施のほか、３年次

の「ゼミナール（必修）」や３・４年次の卒業研究

（必修）を開講し、研究的視野をもって実践に臨

み、リーダーとして活躍できる基盤を養った。ま

た、４年次に総合演習（必修）を開講し、将来の

管理栄養士として必要な基本的知識の整理、統合

を図り、実践的な応用力を高めた。 

・ 進路希望調査に基づく個別支援のほか、１期生

は先輩がいない部分を補足するため、現場で活躍

する若手管理栄養士を講師にしたキャリア相談会

などを行い、プロフェッショナルへとつながるキ

ャリア支援を行った。 

・ 国家試験対策として、３年次からトライアル模

試、学内模試を実施するとともに、４年次からは

定期的な模試を実施し、学生とともに結果をモニ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

 

 

 

 

 

 

 

ウｄ こども学科の学生につい

て、保育所、幼稚園等の保育

臨床経験など社会と関わる

経験を通しながら、専門ゼミ

などにより、こどもの成長・

発達をめぐる現代的な課題

や保育者の多様な役割につ

いて理解し、保育士、幼稚園

教諭等の教育や子育てに関

わる専門職へとつながるキ

ャリア支援を行う。 

  【専門ゼミ：31年度以降毎年

度】 

タリングし、勉学目標を確認した。その結果、受

験者の管理栄養士国家試験合格率は96.7％となっ

た（全国の合格率65.1％）。 

  また、キャリアセンターを中心とした学科の専

門性を活かした就職支援体制により、専門領域へ

の就職支援を行った。 

 

・ ２年次から４年次にかけて、こども学ゼミや卒

業研究を少人数で実施し、専門性を高め、国内の

幼稚園での教育実習、保育所実習、施設実習を通

して実際に働く現場での体験を行ったことによ

り、キャリア形成への土台を構築できた。 

  また、キャリアセンターを中心とした学科の専

門性を活かした就職支援体制により、専門領域へ

の就職支援を行った。 

 
 
 
 
 
 
 
Ａ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
33 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ２ 研究 

(1) 特色ある研究の推進 

 

地域の特性及び学部・

学科の特性に応じた特

ア 地域課題の解決に資するよ

う、本学として重点的に取り組

・ 「学長裁量経費」を活用して、教員から提案さ

れた教員の研究・教育の向上に資する研究活動に

Ａ 
 

a 
 

 長野県の知の拠点とし

て、どのようなテーマ・分

34 
 

B 大５ 
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中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

色ある研究活動を推進

するとともに、国内外の

大学、研究機関等と連携

を図ること。 

むべき研究について、テーマの

明確化を図るとともに、研究費

の学内配分等を工夫して推進

する。 

 【毎年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 複雑化・多様化する課題に対

応するため、学問領域を越えた

研究や他大学等との共同研究

に積極的に取り組む。 

 【毎年度】 

 

ウ 研究成果を地域に還元する

ため、学会、学術誌等における

発表に加えて、県民にとって具

体的でわかりやすい形で情報

発信をするとともに、長野県に

対し、研究費の配分を行った（令和３年度までに

計56件）。 

・ このうち、地域課題の解決に資する研究は計16

件となった。具体的には、地場の産業振興や野生

鳥獣の食肉の消費拡大、中山間地域における買い

物困難者対策の調査と提案などに取り組んでい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

・ 学問領域を越えた研究や他大学等との共同研究

として、令和３年度までに計149件の研究課題を実

施した。（グローバルマネジメント学科：72件、食

健康学科：56件、こども学科：21件） 

 

 

・ オンラインによる学会発表、一般雑誌への掲載、

県民に向けた研究発表や講演、ホームページなど

において、具体的でわかりやすい形での情報発信

を行った。また、教員の研究活動は、ホームペー

ジのほか、国立研究開発法人科学技術振興機構が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ 
 
 
 
 
 
Ａ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 
 

析によりシンクタンクと

しての機能を果たしてい

くのか、地域課題の解決に

資するよう、研究テーマの

明確化を図っていただき

たい。 

 教職員向けの理事長・学

長裁量経費の採択額が

年々減少傾向にあること

が懸念される。裁量経費の

活用を教職員に促し、研究

活動の更なる活性化に取

り組まれたい。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 
 
 
 
 
 
36 
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中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

関わる資料の収集・充実に努め

る。 

 【毎年度】 

提供する研究者データベース（researchmap）に掲

載している。 

 ○令和３年度までの主な情報発信実績 

  学会発表：130件、論文投稿：143件、著書刊行：

88冊、講演会・メディア出演：425件 

・ 長野県に関わる資料を、本学のカリキュラムに

関係する分野を中心に令和３年度までに317冊収

集した。令和２年度には「長野県立大学における

地域資料の収集および活用に関する方針」を策定

した。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 (2) 研究費の確保 

 

 

  競争的研究資金、共同

研究、受託研究等の外部

資金の獲得に努めるこ

と。 

ア 科研費に係る教員の申請率

について、継続者を除いて毎年

度80％以上をめざすとともに、

申請手続、金銭管理等に関する

支援体制を執る。併せて、積極

的な応募と獲得を促進するた

めのインセンティブ等のあり

方について検討し、実施してい

く。 

 【毎年度】 

 

・ 開学から令和３年度までの継続者を除いた代表

者分の申請率の平均は、30％程度となっており、

新規申請件数の目標値は達成できていない。しか

し、本学教員が研究代表者となっている科研費の

件数は28件、分担者としては28件の研究を行うと

ともに、これまで計44名の教員が次のとおり外部

資金を獲得しており、中期目標に定められた研究

等に係る外部資金の獲得という面では、一定の成

果をあげている。 

 ○科研費：代表者分28件 69,109千円 

      分担者分28件 15,754千円 

Ｂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中期目標に定められた

研究等に係る外部資金の

獲得については、科学研究

費補助金や受託研究等が

成果をあげているが、中期

計画に定められた目標値

に対する実績は年々減少

してきていることから法

人評価より低い評価とし

た。 

 

37 
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中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ ソーシャル・イノベーション

創出センターが窓口となり、共

同研究、受託研究等を積極的に

推進する。 

 【毎年度】 

 ○受託研究    ：11件   7,350千円 

 ○助成金研究    ：１件   2,000千円 

  ○受託事業      ：11件   9,199千円 

 ○厚労科研費：    ２件   1,946千円 

・ 科研費申請促進策として、次のとおり取り組ん

でいる。 

 ○申請率向上のためのインセンティブとなるよ

う、「学長裁量経費」に関する要綱改正を令和２

年度に実施。 

 ○ＦＤ研修として令和３年度に名古屋市立大学の

郡健二郎学長よる、申請書の書き方に関する研

修、平成30年度には「科研費ワークショップ」

を実施。 

○事務局職員による申請書類の事前確認 等 

 

 

 

 

 

・ ソーシャル・イノベーション創出センターが窓

口となり、必要に応じて外部とのコーディネート

を行った。 

  県内の教育機関及び企業から共同研究に向けた

相談を令和３年度までに４件受け、本学教員に適

切につなげた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38 
 
 

 

内容 
中期計画

の目標値 

実績 

H30 H31 R2 R3 

科学研究費補助金の申請率 80％以上 55％ 46％ 33％ 22％ 
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中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

・ 包括連携協定を締結している長野市が新規に立

ち上げた産学官金連携組織「NAGANOスマートシテ

ィコミッション」に設立時から参画している。 

 ３ 地域貢献 

(1) 産学官連携 

 

  産学官連携の中核的

な役割を担い、緊密かつ

柔軟な連携を進めて、地

域に新たな価値を生み

出していく仕組みの創

出に努めること。 

ア 地域課題を解決し、地域イノ

ベーションを実現するよう、本

学が中核となり、企業、大学、

県・市町村、金融機関等が互い

の長所を生かし新たな展開に

つなげる取組を推進する。 

 【毎年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 寄付講座の受入れにつなが

るよう企業等との関係づくり

・ ソーシャル・イノベーション創出センターが中

心となり、次のとおり地域連携等の取組を行った。 

 ○本学が中核となり、10の包括連携協定等を締結

（市５、学校２、県×企業１、団体×企業１、

教育×企業１。） 

 ○市町村や企業等からの相談対応（500件超／年） 

 ○「信州ソーシャル・イノベーションフォーラム

2019」を開催し約200人が参加。 

 ○外部メンバーや地域コーディネーター等と連携

して市町村への取組支援（令和元年度～継続） 

 ○県や市町村が実施する、女性や若者、地域おこ

し協力隊を対象とした起業塾での講義（令和元

年度～継続） 

・ ソーシャル・イノベーション創出センターが中

心となり、寄付講座につながる関係づくりを次の

とおり行っている。 

 

 ○日本銀行松本支店による寄付講座の受入れ（金

融リテラシー、令和２年度～継続中） 

Ｓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ 
 

s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 

 ソーシャル・イノベーシ

ョン創出センターが中心

となり、県内の様々な地域

と連携を図った点は高く

評価できる。 

地域貢献に大学の専門

性を十分活かせているか

が見えにくいので、今後は

大学教員の研究との連携

性をさらに強め地域課題

の解決に資するような活

動を進めていくことが重

要だと考えられる。 

39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
 

A 大６ 
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中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

を進める。 

 【毎年度】 

 ○企業等との包括連携協定の締結及び協定に基づ

く連携事業の実施 

 ○県内企業訪問や講演活動を積極的に実施 

 ○NTT東日本によるDX人材育成講座の実施 

  
 
 

 (2) 地域連携 

  ソーシャル・イノベー

ション創出センターを

中心に、地域、企業、大

学等との連携を図り、地

域の価値を高める取組

に努めるとともに、県民

の多様な学習機会に資

するよう努めること。 

あわせて、地域連携に

資するサテライト機能

について検討すること。 

ア ソーシャル・イノベーション

創出センターを窓口に、地域の

人的・物的資源を再発見して事

業創造に結び付ける取組、健康

長寿日本一を推進する取組等

と連携し、事業者・創業者等の

支援、各種審議会への教員派遣

による助言等を行う。 

 【毎年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ソーシャル・イノベーション創出センターが中

心となり、次のとおり地域連携等の取組を行った。 

 ○CSIとアドバイザリー・メンバーによる地域づく

り支援を２プロジェクト実施（飯山グッドビジ

ネス、戸隠竹細工） 

 ○アドバイザリー・メンバーの知見を活かした新

規ビジネスの創出支援（飯山グッドビジネス、

平成30年～継続中、延べ120人参加） 

 ○チーフ・キュレーターによる起業支援（保健医

療福祉専門職向け起業塾、平成30年～令和３年、

12名参加／他延べ71名支援） 

 ○「信州ソーシャル・イノベーション塾」の開催

（平成30年～令和３年、58人参加） 

 ○CSIが窓口となり県内自治体及び団体の審議会

等へ委員として17人の教職員を派遣した。 

・ 寮の学修プログラムの一環として、社会貢献活

動を行うサービスラーニングを実施した。コロナ

禍において、活動プログラムや期間が限定された

が、令和３年度までに学生延べ327人が参加してい

る。 

Ａ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 
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27 

中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

イ 地域に開かれた大学として、

ソーシャル・イノベーション創

出センターを窓口に、県・市町

村、県内教育機関等との連携に

取り組み、多様な学習の場への

教員派遣、「象山未来塾」等を実

施するとともに、免許資格のた

めの講習等を実施する。 

 【毎年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ソーシャル・イノベーション創出センターを窓

口に、地域に開かれた大学として、県内教育機関

との連携に積極的に取り組み、多様な学びの機会

を次のとおり提供した。 

 ○「公開講座」の開催 

 ・県内自治体や団体との協働による学生・社会人

対象の公開講座（平成30年～令和３年、計26回、

延べ約1,130人参加） 

 ・ＣＳＩ単独での学生・社会人対象の公開講座（令

和２年～令和３年、計8回、延べ約390人参加） 

 ○社会人向け人材育成塾の開催・支援 

 ・「信州ソーシャル・イノベーション塾」の開催（平

成30年～令和３年、58人参加） 

 ・北信地域振興局 地域おこし協力隊起業塾の講

師対応（令和元年～令和３年、78人参加） 

 ・木曽地域振興局 起業研修＆KISO・女性若者起

業塾の講師対応 （平成30年～令和３年、17人

参加） 

 ○教職員の派遣 

 ・県・市町村、県内諸団体等が主催する多様な学

びの場への教職員派遣（平成30年度、計27件） 

 ・高等教育や生涯学習推進のための大学教員派遣

制度「デリバリー・アカデミア」の運用（令和

元年11月～継続中、９回、442人参加） 

 ○県内高校に対する支援 

Ａ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 
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28 

中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 地域との関係づくりを進め

る中で、地域の状況に適した連

携の形態等を検討し、サテライ

ト拠点の具体化に向けて地域

との協議を進める。 

 【検討・協議：令和２年度を目

途に】 

 ・国や企業等との連携による人材育成支援（令和

元年～継続中、木曽青峰高校など県立高校６校） 

 ・高校生対象の「JIBUN発旅するラボ」を実施（高

校生32名参加、イベント４回、オンライン部活

月２回） 

 ・「象山未来塾」として、様々なフィールドで活躍

するゲストを学内に迎え、学生が自身のキャリ

ア（生き方）を主体的に考えられるようなテー

マを設定したワークショップを毎年度複数回実

施した。また、コロナ禍でもオンラインを活用

し、海外からゲストを招聘した。参加した学生

の満足度も非常に高い結果となった。 

 

・ ４人のソーシャル・イノベーション創出センタ

ー地域コーディネーターを介して、県内各地域の

情報収集・関係づくりを進めるとともに、地域の

ニーズに即した支援に次のとおり取り組んだ。 

 ○アドバイザリー・メンバーによる地域づくり支

援（平成30年度、２プロジェクト（戸隠、飯山）） 

 ○チーフ・キュレーターによる起業支援（平成30

年度～継続中、延べ184人） 

 ○地域づくりの拠点となるコワーキングスペース

を積極的に訪問し意見交換する等、関係づくり

を進めた。（平成30年度～継続中） 

 ○「飯山グッドビジネス」の支援（平成30年度～

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
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29 

中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

継続中） 

 ○県・県地域振興局・市町村主催の起業塾での講

義（令和元年～継続中） 

 ○「長野の30人をつなぐ会」の支援（令和３年度

～） 

 ○少人数制ワークショップの開催支援（令和３年

度～） 

 ○「松川町RPBL」の支援（令和３年度～） 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ４ 国際交流 

 

 

国際感覚を備えた人

材の育成等のため、海外

の大学等との連携を進

めて教育研究を行うと

ともに、留学生の受入れ

の推進及び交流の支援

を行うこと。 

ア 海外プログラムの研修先に

ついて、６か国７校を維持する

とともに、さらに適した研修先

の追加も視野に、海外の大学に

研修の可能性について提案し

ていく。 

 【維持：31年度以降毎年度】 

 

イ グローバルセンターにおい

て、海外の大学との交流協定・

交換留学協定の締結を進め、海

外からの留学生の受入れや地

域との交流、海外への長期留学

等について支援するとともに、

・ 平成30年度に海外プログラム研修先となる６か

国７校を訪問し、学修面・生活面についての詳細

な協議を含め、実施に向けての協定の締結等を実

施した。令和元年度以降においても、６か国７校

を維持し、海外プログラムを実施している。 

 

 

 

・ 海外の大学との交流協定・交換留学協定締結に

向けたアプローチを実施し、明知大学（韓国）及

び天主教輔仁大学（台湾）との協定締結を実現し

た。令和３年度前期より明知大学（韓国）に学生

１名の派遣を開始した。 

・ 平成30年度から令和３年度にかけてEJU（日本留

Ａ 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ 
 
 
 
 
 

a 
 
 
 
 
 
 
 
a 
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30 

中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

教職員の交流も実施していく。 

 【締結：31年度を目途に】 

学試験）及びJPUE（日本大学連合学力試験）の入

試制度を利用して計９名の私費外国人留学生を受

け入れた。 

・ 日本学生支援機構や日本留学支援協会が主催す

る説明会に令和元年度以降毎年参加し、全世界の

留学希望者及び日本国内の日本語学校に通う留学

生向けに広報活動を実施した。更に、本学教員に

よる香港及び台湾の現地高校における大学説明会

を実施した。加えて、本学に在籍する留学生及び

教員が出演する海外向け大学紹介動画を英語と中

国語で制作した。 

  また、外国人留学生が日本について学びを深め

ることができるよう、図書の拡充、各種情報提供

方法の整理を行うとともに、本学学生との交流機

会造成のための交流会を定期的に開催している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    第３ 業務運営に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

 １ 運営体制の構築 

 

 

理事長及び学長が、役

割分担のもとリーダー

シップを発揮して大学

運営を行うとともに、内

ア 理事長と学長とを別に設け

る組織の利点を生かし、理事長

は法人経営の中心としてリー

ダーシップを、学長は教育研究

・ 理事長、学長、学部長等が参加する大学運営会

議を原則週１回開催している。法人が直面する課

題などについて、法人経営と教育研究それぞれの

観点から議論することで、意思決定の補助と意見

Ａ 
 
 
 

a 
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中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

部・外部監査の適切な実

施によるモニタリング

及び情報の公表を行う

こと。 

の責任者としてリーダーシッ

プを発揮して迅速な意思決定

を行うとともに、理事長、学長、

学部長等で構成し週１回程度

開催する大学運営会議におい

て、双方の意思決定の補助と意

見の調整を行う。 

 【毎年度】 

 

イ 理事会、経営審議会、教育研

究審議会が明確な役割分担の

もと、それぞれの権限に基づ

き、適切に大学運営を行う。 

 【毎年度】 

 

 

ウ 適正な大学運営を確保する

ため、監事による監査結果と県

による監査結果、さらに、それ

らの大学運営への反映状況を

公表する。 

 【31年度以降毎年度】 

の調整を図り、理事長、学長双方の迅速な意思決

定を行っている。 

・ コロナ禍でも、オンラインでの開催に切り替え、

原則週１回の開催を維持している。 

 

 

 

 

 

・ 定款と各会議の規程に則り、理事会、経営審議

会、教育研究審議会を適時開催し、定款に定めら

れた事項を議題とし、審議及び決定を行った。 

・ コロナ禍では、オンラインでの開催に切り替え、

外部委員や監事が出席しやすい環境で開催してい

る。 

 

・ 毎年度の監事監査結果については、大学ホーム

ページで公表している。これまで、法人運営に対

して不適切な事項の指摘はない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ 
 
 
 
 
 
 
Ａ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 
 
 
 
a 
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 ２ 組織・人事運営 

(1) 研修及び人事評価 

大学を取り巻く環境 ア ＳＤ研修に毎年度１回以上 ・ ＦＤ・ＳＤ委員会において、研修の年度計画、 Ａ a  49 



32 

中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

の変化に迅速に対応で

きるよう、職員に対する

研修の機会を積極的に

設けるとともに、教職員

の能力及び業績を適正

に評価する人事評価制

度の構築を進めること。 

参加する職員の割合について

100％をめざす。 

 【毎年度】 

 

 

 

 

 

イ 教職員の能力と実績を適正

に評価し、処遇に反映できる制

度の運用とその検証を進める。 

 【毎年度】 

独自の研修の企画等を検討し、研修の年度計画を

学内に周知している。 

・ 大学開設初年度はＳＤ研修に１回以上参加する

教員の割合に関する目標を達成できなかったもの

の、研修内容、周知の方法を工夫することにより、

令和元年度以後は100％の割合を維持している。 

 

 

・ 教員については、令和２年度から試行的に教育

活動や研究活動などを評価する活動評価（制度）

を開始し、令和３年度から本格実施とした。 

・ 県からの派遣職員は、県の人事評価制度に基づ

き評価を実施し、処遇に反映した。 

・ 法人固有職員は、令和２～３年度に派遣職員と

同様の方式により試行的に評価を実施している。

有期雇用職員については、職務遂行力評価を実施

し、次年度の雇用契約更新に反映している。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ 

 
 
 
 
 
 
 
 
a 
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 (2) 職員の確保 

  事務に精通した職員

を育成・確保し、専門性

の向上を図ること。 

 専門分野に精通した職員を

確保し、機能強化を進めるた

め、採用方針等を策定し、法人

固有の職員の確保に取り組む。 

 【方針等の策定：30年度】 

・ 専門分野に精通した職員を確保し、機能強化を

進めるため、平成30年度に採用方針を策定した。

法人に基づき、公募による採用試験を適宜実施し

ており、教職員の確保に努めている。 

  同時に、職員となった者に対し、事務処理スキ

ルの向上を図る研修や大学職員に求められるスキ

Ａ 
 
 
 
 
 

a 
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中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

ルの向上を図るＳＤ研修も適宜実施している。    

    第４ 財務内容に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

 １ 自主財源の増加 

 

 

  教育研究及び地域貢

献の充実を図るため、県

からの運営費交付金に

加えて、自主財源の増加

に努めること。 

 外部研究資金、受託研究、寄

附金等の獲得、教員免許状更新

講習の実施など自主財源の増

加をめざす。 

 【毎年度】 

 

 

 

 

・ 令和３年度までの外部資金の主な獲得状況は次

のとおり。 

 ○科研費：代表者分28件69,109千円 

      分担者分28件15,754千円 

 ○受託研究     11件7,350千円 

 ○助成金研究：    １件2,000千円 

 ○受託事業：       11件9,199千円 

 ○厚労科研費：     ２件1,946千円 

 ○寄附金 ：企業等からの寄附13件6,989千円、古

本募金による寄附25千円 

 ○教員免許状更新講習の実施：延べ902人受講、

5,374千円 

・ 令和２年度には受託研究等の適切な受入れに向

け、受託研究等に係る規程の整備を行った。 

Ａ 
 

a 金額の多寡もあるが、外

部資金の獲得件数を増や

すように取り組まれたい。 

52 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ２ 経費の節減及び資産の管理運用 

  大学運営に係る経費

の節減及び資産の適切

な管理運用に努めるこ

 事務処理方法等を工夫し、経

費の節減をめざすとともに、他

団体からの出資を受ける場合

・ 財務制度や契約事務に係る研修を適宜実施し、

事務処理を適切に行うよう努めた。コロナ禍も相

まって、積極的なオンライン会議の活用による旅

Ａ 
 
 

a 
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中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

と。 には、その出資金について安定

性・確実性を考慮した管理運用

を図る。 

 【毎年度】 

費の経費削減や電子データでの共有による印刷物

の削減を実施した。 

・ 平成30年度に受け入れた長野市からの出資金に

ついて、安定性・確実性を考慮した管理運用を行

った。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

    第５ 自己点検・評価及び情報の提供に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

 １ 自己点検・評価の実施 

 

 

自己点検・評価を定期

的に実施し、その結果を

公表するとともに、大学

運営の改善につなげる

こと。 

 自己点検・評価を定期的に実

施し、その結果を公表するとと

もに、教育研究活動や業務運営

の改善に活用する。 

 【31年度以降毎年度】 

・ 毎年度、自己点検委員会において、年度計画の

業務実績に係る自己点検・評価を行い、自己点検・

評価報告書を作成している。 

  また、毎年度10月末時点の進捗状況について中

間段階での自己点検・評価を行い、評価結果を大

学運営会議に報告するとともに、年度後期の取組

や次年度計画の策定に活用している。 

Ａ 
 

a   

 

54 
 

 
 

 
 

 ２ 積極的な情報発信 

教育研究活動の状況

等に係る情報の積極的

な発信と併せ、長野県立

大学の知名度を上げる

広報活動に努めること。 

 教育研究活動の状況につい

ての情報の公表はもとより、特

色ある教育、研究、地域貢献等

の活動についてわかりやすい

形で発信を行い、併せて、本学

の知名度やブランド・イメージ

・ 本学ホームページ上で教員が個々に自身の著書

や論文歴などの研究内容を情報発信している。ま

た、令和２年度にホームページのリニューアルを

行い、閲覧者の利便性を高めたられたほか、教職

員の更新作業が容易になったことで、更新頻度が

あがり、積極的な広報活動を可能にしている。 

Ａ 
 
 
 
 
 

a 
 
 
 
 
 

 55 
 
 
 
 
 

A 大 10 
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中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

の上昇に寄与する広報活動を

推進する。 

 【毎年度】 

  係ごとに広報推進員を置くことにより、学内情

報収集の仕組みを確立し、学生の地域貢献活動や

法人運営等の情報もスピーディーに更新してい

る。 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

    第６ その他業務運営に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

 １ 施設設備の整備、活用等 

 

 

施設設備を有効に活

用するとともに、適切な

維持管理に努め、良好な

教育研究環境を確保す

ること。 

 図書館（三輪キャンパス）、講

義室（後町キャンパス）等につ

いて県民が活用できる態勢を

整えるとともに、学修支援に資

するＩＣＴ環境、その他の施設

設備の維持管理を適切に行う。 

 【毎年度】 

・ 図書館、大学食堂の利用について、利用時間、

管理方法等を定めたうえで、県民に開放したほか、

固定資産貸付要綱を整備し、三輪キャンパスや後

町キャンパスにおける貸付対象施設、使用料等を

定めた。しかし、コロナ禍では、感染拡大防止の

観点から、図書館、大学食堂については学外者の

利用を制限するとともに、固定資産の貸付けにつ

いても、外部貸出しを制限している。 

・ ＩＣＴ環境、Wi-Fi環境に関し、学内の学修支援

に資する各種システムの維持管理を適切に行っ

た。コロナ禍でオンライン授業が増える中でも、

在学生がオンライン授業でも快適に学べるネット

環境を確保するために、パソコンやWi-Fiルーター

の貸出を実施した。 

・ 学内共通の施設設備（空調・消防・衛生等）に

ついては、保守契約に基づき、法定点検、環境測

Ａ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ 大 11 



36 

中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

定などの維持管理を適切に行った。    
 ２ 安全管理 

学生及び教職員が安

全かつ健康に活動でき

る大学環境の維持に努

めること。 

ア 学生と教職員のキャンパス

における安全確保や健康保持

に取り組み、良好な教育・職場

環境の維持を図る。 

 【毎年度】 

 

 

 

 

 

 

イ 象山寮のセキュリティ対策

や管理人によるサポート態勢

により、寮生が安心して生活で

きる状況を確保する。 

 【毎年度】 

 

 

 

 

 

 

 

・ 危機管理の事象毎の個別マニュアルを整備した

上で、学生と教職員のキャンパスにおける安全・

衛生管理について周知した。 

・ コロナ禍にあっては、理事長を対策本部長とし

て新型コロナウイルス感染症対策本部会議を新た

に設置、原則週１回開催し、情報を一元化、感染

レベルに応じた適切な対応を迅速に行っている。 

  衛生委員会を適宜開催し、教職員の健康保持の

推進に取り組んだ。また、教職員の健康診断を毎

年行い、未受診者等に対して受診勧奨を行った。 

 

・ 入学時に実施した麻しん・風しんの罹患歴及び

予防接種歴の調査結果を踏まえ、必要な者には予

防接種を推奨した。管理人の常駐によるサポート

態勢の構築（急病人対応等）、夜間・休日における

緊急連絡先の周知等により、寮のセキュリティを

確保している。 

・ コロナ禍にあっては、寮生の新型コロナ感染対

策のため、入寮前の健康管理に加え、入寮日から

２週間は、学生支援係職員がユニット訪問を行っ

て感染予防に必要な指導を実施した。また、夏季

休業中の帰省者には、帰寮２週間前からの行動記

録を含む健康観察シートを帰寮前日にメールで提

Ａ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58 
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中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 海外プログラムによる研修

中の事故等のリスクに備え、危

機管理マニュアルの策定をは

じめ、事前の準備を含めて危機

管理態勢を整える。 

 【事前準備：30年度中】 

 【研修中の対応：31年度以降毎

年度】 

 

出させるとともに、帰寮後の健康観察を行った。 

  また、令和３年度においては、不審者等への対

策として、既設の防犯カメラの死角となる箇所へ

のカメラの増設（４台）や人感センサーライトの

新設（３台）のほか、管理人による見回りを増や

して、セキュリティ対策を向上させた。 

・ 毎年度三輪、後町の両キャンパスにおいて防災

訓練を実施した。 

 

・ 海外プログラムの実施に向けた危機管理マニュ

アルを作成し、危機事象レベルに応じた危機管理

体制の整備を継続的に行った。また、海外プログ

ラムに参加する全ての学生、教員が加入する海外

旅行保険の補償内容の検討や状況に応じての見直

を実施するとともに、危機管理支援会社によるサ

ポートへの加入を進めた。 

・ 新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大によ

り、令和２年度以降渡航を伴う海外プログラムは

実施していないが、将来的な海外派遣に向けて、

各種セミナーや情報収集、海外プログラム旅行業

務委託先との調整を行い、危機管理マニュアルの

内容の充実を図っている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ３ 法令遵守等 

学生の個人情報の保

護をはじめ、適切な情報

 長野県個人情報保護条例や

長野県情報公開条例に基づき、

・ 健全かつ適正な大学運営のため、以下の取組を

行っている。 

Ａ 
 

a 
 

 引き続きハラスメント

を相談しやすい環境づく

60 
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中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

管理を行うとともに、ハ

ラスメント防止、研究活

動上の不正防止等健全

かつ適正な大学運営の

ため、コンプライアンス

の徹底を図ること。 

適切な情報管理を行うととも

に、ハラスメント防止、研究活

動上の不正防止等健全かつ適

正な大学運営に取り組む。 

 【毎年度】 

 ○他大学の情報セキュリティインシデント事案

や、国から提供された不審メール情報等を、定

期的に教職員・学生に周知し、注意喚起を行っ

ている。また、個人情報取扱事務登録簿の作成

など、長野県個人情報保護条例や長野県情報公

開条例に基づく適正な情報管理等を行ってい

る。 

 ○ハラスメント防止については、教職員向けには、

相談体制として法人内部に相談員を６人設置し

ているほか、ハラスメント研修を実施している。

学生向けには、新入生へ配布するキャンパスラ

イフガイドにハラスメントの事例や相談窓口を

掲載している。 

 ○職員倫理規程の遵守を目的として、利益相反マ

ネジメントポリシー及び同規程を令和元年度12

月に策定した。また、研究活動上の不正防止等

の取組として、倫理委員会において、学内教職

員のほか外部委員も２名任命し、教育・研究等

について申請案件を審査している。 

 ○開学初年度に公立大学法人長野県立大学環境方

針を定めた。 

   令和元年６月に「長野県SDGs推進企業登録制

度」に登録され、教職員・学生一人当たりエネ

ルギー使用量の削減（排出CO2の削減）等の取組

を行っていくことを宣言した。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

りに努められたい。 

 また、ハラスメント防止

だけではなく、研究活動上

の不正防止など研究倫理

への取り組みも年度ごと

の実績報告書へきちんと

記載されるように今後も

留意されたい。 
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中 期 目 標 
中 期 計 画 
【法人策定】 

公立大学法人長野県立大学の判断理由 
【法人記載】 

法
人
自
己
評
価 

評
価
委
員
会
評
価 

評価委員会 
コメント 

小
項
目 

   環境保全活動の取組として、令和３年度４月

から、国公立大学として、初めて再生可能エネ

ルギー100％調達を達成しており、令和３年度に

はグリーン購入ネットワーク(GPN)が主催する

第22回グリーン購入大賞において、優秀賞を受

賞した。 

 



 

 

 

公立大学法人長野県立大学 

第１期中期目標期間終了時に見込まれる業務実績に関する 

評価結果報告書 

【参考意見書】 

 

 

 

 

 

令和５(2023)年１月 

公立大学法人長野県立大学評価委員会 

参考資料６
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 本参考意見書は、法人運営全般の改善や教育研究の質の向上を目的として、評価結果報告書に記載された中期計画に対する評価コメントとは別

に、法人への期待や要望、今後参考となる事項を取りまとめたものです。 

 

大項目 
小項目番

号 
項目の内容 内                容 

１ 人材育成の方

向 

７ 
大学院生の研究能

力の向上 

大学院生の研究能力が向上し、成果に結びつく研究を指導するシステムを構築していただ

きたい。外部専門家を招いた研究発表会を開催するなど、研究成果を学外に発表する機会を

設けてはどうか。 

10 成果指標の検討 
学生の英語力を計るための適切な指標は学科により異なることも考えられるため、学科ご

とに適切な成果指標を検討されてはどうか。 

10 

全 学 生 TOEIC600

点以上、平均点 700

点 

１年次の寮生活において、日本語を使わない日を設けるなどの積極的な取組を試みたらど

うか。 

他大学の事例を参考に、TOEIC600 点又は同等のレベルの資格を進級・卒業要件や単位認定

に活用されてはどうか。 

23 FD/SD 研修 
非常勤講師を対象とした授業の改善方法の検討や採点基準の共有などのFD研修の実施を

計画していただきたい。 

30 県内就職者数 

県内就職者数が増加するように、県内企業とのマッチングの機会を増やすなどの取組を促

進するとともに、卒業生から様々な形で地域に貢献するリーダーが輩出するように努められ

ることを期待する。 

５ 研究 

36 

長野県に関わる資

料収集・充実 

地域資料の収集に関する方針は策定されているが、長野県立大学は長野県のシンクタンク

としての機能を期待されていることから、所蔵している地域資料や文献を他の図書館に周知

するとともに、地域に貢献するよう所蔵資料の情報などを共有できるような環境を整えるこ

とを期待する。 

研究成果の情報発

信 

大学の HP の教員紹介のページから、教員の研究活動を容易に確認できるよう、科学技術振

興機構（JST）のリサーチマップと同期するようなシステムを構築されるなどを検討されては

どうか。 

37 研究活動の活性化 

研究活動の質・量の活性化を図るため、次期中期計画の策定にあたっては、科学研究費補

助金の新規申請率の他、受託及び共同研究件数、論文数、学会報告件数、著書発表数、論文

引用件数などを評価項目に加え総合的に評価する仕組みを検討されたい。 

６ 地域貢献 39 SDGｓの推進 
学内の SDGｓの取組にとどまらず、県内の高校・大学など他の教育機関と連携して、SDGｓ

の取組を波及させるような、地域をけん引する役割を期待する。 
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大項目 
小項目番

号 
項目の内容 内                容 

６ 地域貢献 

続き 
41 

地域課題・資源の

掘り起こし 

ソーシャル・イノベーション創出センターが多くの事業を展開されていることに敬意を表

する。特に、未来の長野を考えるときに、地域課題・資源の掘り起こしは重要と考えられる

ため、地域の新しい知見の創造に向けて新規の県内進出事業者や既存の地域事業者とのきめ

細かなヒヤリングを積極的に行い、今後も地域活性化に向けた取り組みを推進していただき

たい。 

また、ソーシャル・イノベーション創出センターが、地域課題の解決に向けた学内教員の

意欲や能力を見極め、産学官連携につなげていく「きめ細かなシステム」を構築することが

最重要と考えられる。 

７ 国際交流 45 グローバル化戦略 

ポストコロナを見据え、内なる国際化に着目し、県内自治体における外国人住民の増加と、

国籍動向などにも配慮しながら、今後のグローバル化戦略を立てていくことも必要ではない

か。 

 

 

 

 

 

８ 業務運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 
法人の内部統制に

ついて 

内部統制の体制を充実させ、内部で相互チェックが働くよう体制を強化していただきた

い。 

また、業務方法書に記載された事項、即ち中期目標等に基づき法令等を遵守しつつ業務を

行い、法人のミッションを有効かつ効果的に果すために法人の長が法人の組織内に整備・運

用する内部統制の仕組みについて、理事長・学長の強いリーダーシップの下に内部統制シス

テムの方針を定め、内部統制の有効性を監視するため継続的に評価するプロセスであるモニ

タリング機能の運用について、各役職及び機関が各々の役割を十分に果すことが望まれる。 

48 監査機能の強化 

国立大学法人等監事協議会「監事監査に関する指針」を参考にして、監事監査を補助する

体制の整備を図り、監事機能の強化がなされることを期待する。 

また、理事長・学長のリーダーシップのもとで、監査の独立性が担保された内部監査の実

施体制を整備されたい。 

内部監査の目的は業務を改善することにあるので、内部監査規程に業務監査を明確に位置

付け、また監事等との連携について規定し、監査体制の充実といった制度上の課題をはじめ、

理事会、内部監査、内部統制等大学の管理運営主体との連携・情報共有の強化等を行い、組

織の業務運営の目標を達成するため、業務が適正、有効かつ効率的に行われているか調査し、

問題点の洗い出しに努め、改善事項が無いことを是とするのではなく、絶えず改善を継続す

ることが望まれる。 
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大項目 
小項目番

号 
項目の内容 内                容 

 

８ 業務運営 

続き 

設立団体である長野県及び法人は監事の業務や責任を十分に理解する必要がある、その上

で、内容に相応しい日数と報酬を確保することが監事監査の実効性を高める上で必要であ

る。 

51 職員研修 
職員が他大学の事務や図書館など、先駆的な取組を行っている機関で研修を行えるような

仕組みを考えられてはどうか。 

９ 財務 

52 

外部資金の獲得 
外部資金獲得のための戦略、企画、渉外、広報の機能を高め、外部資金獲得額を年度計画

の目標値に定めるなど財務基盤の安定化を図る施策を講じることが望まれる。 

財務分析の活用 

業務運営の改善及び効率化に資するため財務分析を活用されたい。また、計画と予算を関

連付けて業績を評価する仕組みを構築されたい。まずは、他大学間比較、経年比較による趨

勢分析から始められたらいかがか。 

53 

教職員のコスト意

識の向上 

教職員のコスト意識向上の取組においては、財務制度の研修だけでなく、どの程度事

務処理の負担軽減や経費削減につながったのか、検証する必要があると考える。 

余裕金の運用につ

いて 

余裕金の運用先については、法改正前においては特定の金融機関が発行する有価証券に限

定されていたが、法改正後は運用可能な有価証券の範囲が拡大している。低金利の時代であ

るが、安全で少しでも利回りの良い資産で運用することが期待される。 

 

 

 

 

 

10 自己点検・評価

及び情報の提供 
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自己評点検各評価

項目に定量的な努

力目標を設定する

ことについて 

中期計画や年度計画では目標管理や評価の実効性の向上を目的として 11 の目標値を定め

ているが、この他に「業務実績に関する報告書」の教育、研究、地域貢献、国際交流、業務

運営等に関し、自己点検評価の判断理由に記載されている種々の数値等を、法人の自主的・

自律的な判断と責任のもとで、定量的な努力目標の指標として設定し、目標達成に向けた措

置を講ずることが望まれる。 

また、大学ランキングやブランディング力、学生満足度、事務局の学生サポート満足度、

寮生学修・生活実態満足度、長野県内志望者数、留学生の受け入れ人数、科研費教員一人当

たり採択件数、自主財源比率などの指標を努力目標として設定することも考えられる。 

＊詳細は別紙「定量的目標値試案表」参照 

自己点検・評価の

実施 

自己点検・評価委員会は、学内での自己点検・評価に終始するのではなく、外部の認証評

価機関による認証評価に備えた対応を検討する時期にきていると考えられる。 

また、自己点検評価項目に、業務方法書に記載された体制整備に関する事項を対象とする

ことが望まれる。 
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大項目 
小項目番

号 
項目の内容 内                容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 自己点検・評価

及び情報の提供 

続き 

 

 

55 

ブランディング戦

略 

グローバルな視点での教育、地域連携が高いことはわかるが、選ばれる大学になるた

め、「大学ブランディング戦略」を策定し、本学の知名度やブランディング・イメージの

上昇に寄与する広報活動を推進していただきたい。 

例えば、現在は「世界とつながるグローバルな視点での教育」、「産学官連携、地域と

の連携」が成果を挙げ、ブランディング・イメージを上昇させている。 

しかし、ウイズコロナ・ポストコロナでは新たに課題を見つけ出し、それを自ら考え、解

決していく力を学生に育成することが求められている。学生が大学の 4 年間でしか学べない

「基礎学問領域の教育の充実」についても戦略を立て、「県立大では考える力を持つ学生を

育てている」とのイメージを作っていただきたい。 

財務情報の法人内

活用と分かりやす

い情報開示につい

て 

 法人が作成する財務諸表は、業務運営の状況及び財産の状況を表すだけでなく、業務実績

評価に資する情報を提供するという目的を有しているので、多様な大学の関係者に対して、

大学経営の状況について説明責任を果たす上で、財務レポート（決算概況や主要財務指標の

解説等）を活用されたい。 

また、法人財務の健全性（安全性）、効率性、成長性（発展性）、活動性などを改善する

ため、得られた財務情報を課題解決の実態把握に利用し、課題の抽出、要因分析、対応策の

検討・実施、課題の解決につなげることが望まれる。 

大学運営・経営戦

略等の分かりやす

い情報開示につい

て 

 大学の設置目的を達成するための基本原則と公正で透明性高く、かつ効率的な大学運営を

行う仕組みである「ガバナンスコード」を策定し、ステークホルダーに示すことによって、

大学運営の基本原則の理解を得ると共に、持続的な成長・発展を成し遂げる第一歩とする必

要があると考えられる。 

さらに、大学の経営戦略、ガバナンス体制、教育・研究の実績、地域貢献、財務情報などを

総合的に分かり易く説明する「長野県立大学統合報告書」の作成を検討されることを強く期

待する。 

11 その他業務運

営 

57 
防災訓練 学生が地域の消防団に加入したり、防災訓練を一緒に実施するなどを検討されてはどう

か。 

60 

内部通報・外部通

報窓口の設置につ

いて 

内部通報については、「公益通報に関する規程」、「研究に係る不正行為の防止に関する取扱

規程」を設けているが、内部通報及び外部通報に係るコンプライアンス通報窓口は設けられ

ていない。外部通報専用窓口を早期に設置して、法令違反等の早期発見と未然防止にも広く

役立てていただきたい。 
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大項目 
小項目番

号 
項目の内容 内                容 

11 その他業務運

営 

続き 

環境方針 
大学の環境方針に基づき、一人ひとりの意識・行動の変容と積極的な取組を促すため、

学生環境委員会の設置を強くお勧めする。 

ハラスメントに関

する外部相談窓口

の設置について 

法人内でハラスメント等に関する相談体制を整えているが、外部相談窓口を設けることを

是非検討して頂きたい。 

【該当小

項目な

し】 

運営費交付金の効

率的使用に関する

説明責任について 

コロナ禍で社会変容が迫られる中、教職員の教育、研究、社会貢献及び法人運営の更なる

充実を実現するために、オンライン授業への対応・充実など、社会からの要請や学生のニー

ズの変化に柔軟に対応していくことが重要である。 

教職員の人的資源を大学としてしっかり活用する仕組みを構築することが期待される。 

ポストコロナを見

据えた取組みにつ

いて 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、オンライン授業・実習への移行が進むほか、

オンラインを活用した海外プログラムの実施、学生支援や業務運営のＤＸ化などの検討が

求められるなど、中期計画策定後において様々な変化が生じており、これらのことを次期

中期計画の策定において視野に入れる必要が生じていると考えられる。 

また、文部科学省が進めるようにポストコロナ時代の教育手法として、デジタル技術を積

極的に取り入れた大学教育の高度化にさらに取り組まれることを期待する。 

反映状況への記載 
法人の業務運営等への反映状況の記載に当たっては、対応計画、計画の実施主体、進捗状

況（検討中、対応中、対応済、その他）、具体的な進捗、改善状況を記載することが望まれる。 

中期計画の見直し

について 

中期計画遂行中に中期計画策定時に想定し得なかった事象や環境の変化が生じた場合に、

柔軟に中期計画の見直しができるように環境整備を措置しておくことが望まれる。 
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定量的目標指標 
努力目標（定量化） 参考指標例示 (案） 

既←中期計画で設定している定量的目標値 
  比率名 小項

目 
年度計画の目標値 

（努力目標） 
中期目標指標    

教育 

既 発信力ゼミ１クラス学生数 ２ 16 人程度 
既 英語集中プログラム参加率 ３ 25 人程度 
既 ２年次終了時までの TOEIC 点数 10 全学生６００点以上 

平均点７００点以上 
既 管理栄養士の国家試験合格率 32 2021 年度以降１００％ 
既 就職希望者の就職率 30 2021 年度以降１００％ 
既 海外プログラム参加率 ９ 2019 年度から１００％ 
 双⽅向的授業５点満点（１−４学期平

均） 20   
 志願倍率 志願者数/募集人員 13   
  ⻑野県志望者数 13   
  授業アンケート 学生の満足度 23   
  大学ランキング  55   
  ICT 環境満足度 56   

研究 

既 FD 研修に毎年度 1 回以上参加する教
員の割合 23 毎年度１００％ 

既 科学研究費補助金申請率 37 毎年度８０％以上 
  科研費教員一人当たり採択件数 37   
  受託・共同研究件数 38   
 業績数（著書・論文・学会報告件数） 36  
  論文引用件数等 36   

地域貢献 

  ⻑野県⼊学者数（率） 12   
  ⻑野県内就職者数（率） 30   
  地⽅自治体の審議会等の委員委嘱数 41   
  公開講座などの聴講者数・教員参画数 36   
  学生・地域交流 学生参加者数 27   
  大学・教員がマスメディアに取り上げ

られた件数 36   
  講演会・メディア出演 36   
  図書館外部利用者数 56   

国際化 既 海外プログラムの研修先 44 ６カ国７校を維持 
  海外留学生の受⼊学生数 45   

業務  

既 SD 研修に毎年度 1 回以上参加する職
員の割合 49 毎年度１００％ 

  アンケート 事務局の学生サポート満
足度 29   

  教職員の健康診断受診率 57   
  年次休暇取得率 60   

財務   外部研究資金比率 52   
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  比率名 小項
目 

年度計画の目標値 
（努力目標） 

財務 
  自己収⼊比率 52   
  一般管理費率 52   
  業務活動収支差額比率 52   
  寄付金件数 52   

学生支援 

既 学生の健康診断受診率 29 毎年１００％ 
  寮生学修・生活実態アンケート満足度 25   
  象山寮未来塾開催回数 25   
  授業料免除件数 28   
  奨学金制度利用件数 28   
  JASSO 支援件数 28   

安全管理 
  防災訓練 回数 57   
  海外研修 無事故率 59   
  ハラスメント 発生件数ゼロ 60   

 

 


